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平成２８年度 あ さ ぎ り 町 議 会 第 ３ 回 会 議 会 議 録 （ 第 1 0号 ）  

招 集 年 月 日 平成２８年９月６日  

招 集 の 場 所 あ さ ぎ り 町 議 会 議 場 

開 閉 会 日 時 

及 び 宣 告 

開 議 平成28年9月12日  午前10時00分 議 長 山 口 和 幸 

散 会 平成28年9月12日   午後 4時55分 議 長 山 口 和 幸 

応（不応）招議員

及び出席並びに

欠席議員 

出 席 １６名 

欠 席  ０名 

○ 出席 △ 欠席 

× 不 応 招 

議 席 

番 号 
氏     名 

出欠等

の 別 

議 席 

番 号 
氏     名 

出欠等

の 別 

 １ 市 岡 貴 純 ○ ９ 永 井 英 治 ○ 

 ２ 難 波 文 美 ○ １０ 皆 越 てる子 ○ 

 ３ 加賀山 瑞津子 ○ １１ 小見田  和行 ○ 

 ４ 橋 本   誠 ○ １２ 奥 田 公 人 ○ 

 ５ 久 保 尚 人 ○ １３ 久保田  久男 ○ 

 ６ 小 出 高 明 ○ １４ 溝 口 峰 男 ○ 

 ７ 森 岡   勉 ○ １５ 徳 永 正 道 ○ 

 ８ 豊 永 喜 一 ○ １６ 山 口 和 幸 ○ 

議事録署名議員 ５番 久 保 尚 人   ６番 小 出 高 明 

出席した議会書記 事務局長  片 山  守    事務局書記  林  敬 一 

地方自治法第１２１ 

条により説明のた 

め出席した者の職 

氏名 

 出席  ○ 

 欠席  × 

  

職 名 氏     名 
出欠等

の 別 
職 名 氏     名 

出欠等

の 別 

町 長 愛 甲 一 典 ○ 
生活福祉

課 参 事 
犬 童 敦 是 ○ 

副 町 長 小 松 英 一 ○ 
生活福祉

課 参 事 
橋 本 美 和 ○ 

税務課長 那 須 正 吾 ○ 
高齢福祉

課 長 
上 村 哲 夫 ○ 

税 務 課 

課長補佐 
万 江 幸 一 朗 ○ 

高齢福祉

課長補佐 
土 肥 克 也 ○ 

税 務 課 

主 幹 
鬼 塚 拓 夫 ○ 

高齢福祉 

課長補佐 
上 田 日 和 ○ 

生活福祉 

課 長 
小 見 田 文 男 ○ 

高齢福祉

課 主 幹 
恒 松 み ゆ き ○ 

生活福祉

課長補佐 
前 田  洋 ○ 

高齢福祉 

課 主 幹 
橋 本 英 樹 ○ 

生 活 福 祉 

課 長 補 佐 
早 田 愛 一 郎 ○ 

高齢福祉 

課 主 幹 
藤 本 安 則 ○ 

生活福祉

課 参 事 
那 須 貴 仁 ○ 町民課長 宮 原 恵 美 子 ○ 
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町民課長

補 佐 
木 下 貞 女 ○ 

健康推進 

課長補佐 
上 村 素 子 ○ 

町 民 課 

主 幹 
尾 方  真 ○ 

健康推進 

課 主 幹 
和 泉 厚 子 ○ 

健 康 推 進 

課 長 
岡 部 和 平 ○ 

健康推進

課 主 幹 
宮 原 和 明 ○ 

議 事 日 程  別紙のとおり 

会議に付した事件  別紙のとおり 

 

議事日程（第１０号） 

日程第 １  認定第 １号 平成２７年度あさぎり町一般会計歳入歳出決算の認定について            

日程第 ２  認定第 ２号 平成２７年度あさぎり町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について       

日程第 ３  認定第 ３号 平成２７年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい   

              て 

日程第 ４  認定第 ４号 平成２７年度あさぎり町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について         

日程第 ５  認定第 ５号 平成２７年度あさぎり町介護サービス特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ６  認定第 ６号 平成２７年度球磨郡障害認定審査事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ７  認定第 ７号 平成２７年度球磨郡介護認定審査事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 

本日の会議に付した事件 

日程第 １  認定第 １号 平成２７年度あさぎり町一般会計歳入歳出決算の認定について            

日程第 ２  認定第 ２号 平成２７年度あさぎり町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について       

日程第 ３  認定第 ３号 平成２７年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい   

              て 

日程第 ４  認定第 ４号 平成２７年度あさぎり町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について         

日程第 ５  認定第 ５号 平成２７年度あさぎり町介護サービス特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ６  認定第 ６号 平成２７年度球磨郡障害認定審査事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ７  認定第 ７号 平成２７年度球磨郡介護認定審査事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 

 

午前１０時 開 議 

 

●議会事務局長（片山 守君）  起立、礼、おはようございます。着席。 

◎議長（山口 和幸君）  ただいまの出席議員は１６人です。定足数に達していますので、これから本日の会

議を開きます。本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

◎議長（山口 和幸君）  本日は厚生常任委員会所管課分と税務課分についての説明及び質疑を行います。 

日程第１ 認定第１号 
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◎議長（山口 和幸君）  日程第１、認定第１号、平成２７年度あさぎり町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いてを議題とします。説明を求めます。税務課長。 

●税務課長（那須 正吾君）  税務課所管分の決算内容について御説明申し上げます。７ページをお願いいた

します。歳入から御説明申し上げます。町税の収納状況であります。項１、市町村民税、調定額４億９,３

０９万７,９０４円、収入済額４億７,４６０万６,４３２円、不納欠損額３７万９,１３９円、収入未済額１,

８１１万２,３３３円。徴収率９６.２％で対前年比０．４ポイント上がっております。項２固定資産税、調

定額５億８,５３７万６,８８７円。収入済額、５億１,８４１万９,３６８円、不納欠損額２４６万１,６２

６円。収入未済額６,４４９万５,８９３円、徴収率８８.６％で対前年比０.５ポイント下がっておりますが、

要因としましては、前年度の平成２６年度に大口債務者の納付があったためと考えられます。項３軽自動車

税、調定額、５,０４５万６,７８５円。収入済額４,９８１万７,８７７円、不納欠損額２万５,６００円、

収入未済額６１万３,３０８円。徴収率９８.７％で対前年比０.４ポイント上がっております。項４市町村

たばこ税、調定額収入済額とも８,５２７万１,３９７円になります。前年に引き続き１００％の徴収率とな

っております。町税の合計、調定額、１２億１,４２０万２,９７３円、収入済額１１億２,８１１万５,０７

４円、不納欠損額２８６万６,３６５円、収入未済額８,３２２万１,５３４円。徴収率９２.９％と固定資産

税で徴収率が落ちたものの、前年と同率の徴収率を確保しております。次に１１ページをお願いいたします。

中段の目１総務手数料、節１町税督促手数料、収入済額６５万８,６８４円になります。その下の節２徴税

手数料、収入済額１７０万３,１００円は、税務関係の証明手数料です。次に１７ページをお願いいたしま

す。項３県委託金、目１総務費県委託金、節２徴税費委託金収入済額２,１３０万６,８３２円につきまして

は、個人県民税の徴収事務委託金でございます。次に１９ページをお願いいたします。下から２行目の項１

延滞金加算金及び過料、目１延滞金、節１延滞金、収入済額３８７万８,９４２円につきましては、主に過

年度収納分の延滞金となります。以上で歳入の説明を終わります。次に３６ページをお願いいたします。歳

出の説明を申し上げます。主だったもののみの説明とさせていただきます。中段の項２徴税費、目１税務総

務費、節３職員手当等、備考欄の時間外勤務手当１７３万６,２６０円につきましては、主に滞納整理や納

付書発送準備作業、申告前の給与報告書の入力作業などの時間外勤務手当になります。節１１需用費、備考

欄の消耗品費５２万９,９７１円の主なものにつきましては、各種書籍の購入及び追録代、基準点の表示杭

１００本購入代などとなっております。節１３委託料、支出済額１,５６３万６,２４６円となります。備考

欄の固定資産土地評価業務委託料５９９万４,０００円につきましては、３年に１回の評価替えに備え、標

準宅地の評価、宅地等各筆調整、基準田畑、山林の評価調書作成などを委託してきたものであります。その

下の地籍調査システム保守委託料８７万３,５０４円につきましては、地籍調査完了後の維持管理を目的と

するものでパソコン機器の定期点検、ソフトウエアの最新バージョン情報の提供などを委託したものであり

ます。次に３７ページをお願いいたします。１番上の備考欄の地籍図修正委託料１９万６,５６０円につき

ましては、地籍誤りの訂正を委託したものであります。その下の基準点設置及び地籍図根三角点測地系変換

委託料８５７万２,１８２円につきましては、３年計画で基準点を設置する計画になっておりますが、平成

２７年度は町内１４０カ所に基準点の埋設を行っております。その下の節１４使用料及び賃借料、支出済額

２０８万６,６８９円になります。備考欄の地籍調査システムリース料２０８万８０円につきましては、地

籍調査システム機器を賃貸しているものであります。中段の目２賦課徴収費、節１１需用費、支出済額１０

６万４,５７７円になります。備考欄の印刷製本費１０４万９０７円につきにつきましては、各種税目納付

書及び督促状などの印刷代になっております。節１３委託料、支出済額７５万９,９３２円になります。備

考欄の地方税電子申告支援サービスデータ連携サービス導入委託料６４万８,０００円につきましては、地

方税電子申告支援システムの更新のための委託料になります。節１４使用料及び賃借料、支出済額１３４万
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７,８４０円になります。電子申告支援サービス利用料です。個人住民税の年金特別徴収、給与支払い報告

書、法人住民税申告などの保守管理及び運用支援や国税連携システムのサービスの利用料であります。節１

９負担金補助及び交付金、支出済額２２万１,７１７円になります。地方税電子化の業務運営を行っている

地方税電子化協議会への負担金です。節２３償還金利子及び割引料、支出済額３０３万６,０４８円になり

ます。町内に事業所や事務所を有する法人や個人が申告の更正などにより還付金が生じたものです。以上で

税務課所管分の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  それでは町民課所管の平成２７年度一般会計の決算につきまして、御説明

を申し上げます。歳入からです。１０ページをお願いいたします。款１２分担金及び負担金、の１０ページ

の１番上でございますけれども、節１衛生費負担金でございます。２５万１,２３０円のうちの墓地公園管

理負担金、１４万８,０８０円でございます。年間の墓地公園の管理負担金６,１７０円の２４件分でござい

ます。次、１１ページをお願いいたします。項２手数料、目１総務手数料の節の３、４、５、６、戸籍、住

民票、印鑑証明、諸証明の手数料でございます。町民課と４支所での取扱件数が１万８,７３３件ございま

して、７４３万８００円でございます。節７個人番号関係手数料５,０００円です。これはマイナンバー通

知カードの再発行手数料５００円の１０枚分でございます。目３、衛生手数料、節１犬登録手数料、２３万

４,０００円です。３,０００円の７８頭分でございます。節２狂犬病予防注射手数料、５３万３,５００円、

これは犬の１,０６７頭分でございます。４月と７月に集団接種を行い、また１１月に訪問接種を行いまし

て、注射済み率は前年度より０.５％上がりまして、９１.７％でございます。節３一般廃棄物処理業等清掃

許可手数料１万６,０００円でございます。２,０００円の８件分です。節４粗大ごみ処理手数料、これは高

齢の方のみの世帯や障害のある方と同居されております高齢の方の世帯を対象としまして、粗大ごみを収集

処理する２７年度からの事業でございますが、２７年度３名の御利用で２万２,０００円でございます。１

３ページをお願いいたします。目６総務費国庫補助金、節２総務費補助金４７５万４,０００円です。個人

番号カード交付事業費補助金が４５７万４,０００円でございます。これは通知カードや個人番号カードの

作成製造や郵送費などにかかります国庫補助金でございますが、すべて地方公共団体情報システム機構に委

任いたしておりますので、歳出のほうに計上いたしておりますが、全額機構へ支払っております。それから、

個人番号カード事務費補助金１８万円です。主に個人番号カード交付事務にかかります時間外勤務手当や郵

送費用でございます。総務費補助金の中に、収入未済額４２４万３,０００円ございますけれども、これは

次年度への繰越明許を行っております。次のページをお願いいたします。上段でございます。節２中長期在

留者住居地届け出等事務委託金、２１万２,０００円です。中長期在留者の転入転出など住居地変更届け出

６３件の取り扱いを行っております。目２民生費国庫委託金、節２国民年金事務委託金、４１０万７８５円

です。国民年金事務に係ります人件費及び物件費でございます。１７ページをお願いいたします。項３県委

託金、目１総務費県委託金、節３人口動態調査事務委託金、２万９,９４３円です。出生や死亡などの自然

増減、また転入転出などの社会増減の報告に関します事務費でございます。２１ページをお願いいたします。

雑入です。下から７番目になります。資源有価物売払収入、２６万９,０９５円です。アルミやスチール缶

などの売払収入になります。以上で歳入の説明を終わります。続きまして歳出です。３５ページをお願いい

たします。目１６旅券費、３１万１,１００円です。これはパスポートの申請受付及び発行に伴います事務

費でございまして、主なものは、節１８備品購入費でＩＣ旅券用交付窓口端末３０万２,４００円の購入を

行っております。３７ページをお願いいたします。項３戸籍住民基本台帳費、６,０１８万２３１円の支出

済額でございます。繰越明許費で４２４万３,０００円でございますが、これは個人番号カード交付に伴い

ます事業費及び事務費補助金の次年度への繰越分でございます。戸籍住民基本台帳費の主なものとしまして
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は、職員の人件費、それから次のページになりますけれども、戸籍住基システム関連の委託料やリース料、

個人番号関連の負担金です。まず、職員手当の時間外勤務手当でございますが、２７年１０月から始まりま

したマイナンバー制度に伴いますところの通知カード及び個人番号カード交付事務に関します時間外手当で

ございますが、その一部につきましては、先ほど歳入で申し上げました国庫補助金が充てられております。

節１２役務費、切手代でございます。２万９,０２４円は、通知カード事業に係ります案内用はがき代、そ

れから通知カード、個人番号カードの郵送代になります。節１３委託料です。上から四つ目の住基ネットバ

ージョンアップ支援委託料につきましては、平成２７年１０月から始まりましたマイナンバー制度へ対応す

るためのプログラムの修正の委託料、３４万８,３００円です。二つ下の戸籍先例検索システム追加業務委

託料、１２万７,４４０円です。これは戸籍届け出につきまして、最近複雑化いたしておりまして、担当者

を悩ませる事案も増えてきておりますので、その解決のために、検索システムを追加いたしております。節

１８備品購入費ですが、マイナンバー制度に伴いますところの顔認証システム機器１８万３６０円、それか

ら、個人番号カード専用プリンタ６５万８,８００円の８３万９,１６０円でございます。それから節１９、

負担金補助及び交付金の上から３段目になります。個人番号カード関連事務負担金４５７万４,０００円で

ございますが、歳入の国庫補助金で御説明申し上げました地方公共団体情報システム機構へ支出いたしてお

ります。４８ページをお願いいたします。目５国民年金事務費６８９万９,７１８円です。歳入で御説明い

たしました国庫委託金を充当いたしております。主なものとしまして、職員の人件費と節の１３委託料、３

９万５,２８０円でございますが、内訳としましては、年金の納付猶予制度対象者が３０歳から５０歳に変

更されたことによりますシステムの改修費が１３万６,０８０円、年金の免除申請様式、それと学生納付特

例申請様式の見直しに要しますシステム改修経費が２５万９,２００円でございました。５７ページをお願

いいたします。目２予防費、１１万１,９６６円でございます。狂犬病の予防や使用マナー向上のための費

用でございまして、財源としましては、犬の登録手数料を充当いたしております。節３職員手当等の時間外

勤務手当につきましては、休日や夜間の迷い犬の捕獲や動物の死骸処理などの時間外手当でございます。そ

の下、目３環境保全費でございます。環境関係職員の人件費や環境美化監視委員さん１０名、廃棄物減量等

推進員さん５１名の報酬及び費用弁償、それから墓地公園の管理に係ります経費とごみ収集などに係ります

費用が主なものでございます。５８ページをお願いいたします。節１３委託料でございます。ごみ収集業務

委託料、２,０１２万９,４００円。委託先が球磨清掃公社でございまして、町内の２８４カ所を収集いたし

ております。その下の墓地公園管理委託料、２６万６０８円でございますが、墓地公園の除草や樹木剪定、

それから菩薩像清掃などの委託費でございます。生ごみ収集運搬委託料７５３万７７２円。それから、生ご

み処理委託料、２３４万８２７円につきましては、生ごみを分別し堆肥化する事業でございまして、１４行

政区と１７事業所から収集いたしております。これによりまして、前年度と比べまして可燃ごみの排出量が

１１０トンほど減量いたしております。節１９負担金補助及び交付金の上から三つ目でございます。資源有

価物回収事業交付金、２７４万９,１３０円でございます。これは５２の行政区と４団体に対しましての資

源ごみ回収協力への交付金でございます。６２ページをお願いいたします。項２清掃費、目１塵芥処理費で

すが、人吉球磨広域行政組合へのごみ処理、それからし尿処理に係ります負担金でございます。ごみ処理費

が１億７,８９５万４,０００円。し尿処理費が４,１６１万４,０００円でございます。ごみ処理に関しまし

ては、クリーンプラザ搬入量が３,３７５トンで、前年度と比べまして８.８％の減となっております。以上

で町民課所管の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  生活福祉課長。 

●生活福祉課長（小見田 文男君）  では生活福祉課所管の平成２７年度一般会計歳入歳出決算について説明

申し上げます。まず歳入のほうから説明します。９ページをお願いします。款の１２、項の２、目１民生費
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負担金、節１児童福祉負担金、保育所負担金としまして６,５３８万３,２８０円の収入済みでございます。

これは町内私立保育園、２７年度までは７園ございましたけれども、それの保育料でございます。３月末で

園児は６１０名の方が利用されております。収納率９８.４％、前年度比で１.９ポイントアップの収入状況

となっております。それから広域入所負担金８４３万８,６００円。これは町立保育所への他の市町村から

の入所をしている児童分の運営費が、その市町村から納入されますけれども、２７年度におきまして、３月

末におきましては、５名の方が利用されております。年間では１２市町村から受け入れているものでござい

ます。病児病後児保育事業費町村負担金２２７万７,６１６円の収入済みでございます。これは公立多良木

病院にお願いしております病児病後の事業でございますけれども、平成２７年度から２カ年本町が事務局に

なっておりますので、他の水上村、湯前町、多良木町の負担金を受け入れたものでございます。年間５０８

名の方が利用され、あさぎり町においては１７２名の方が利用されております。節２の児童福祉費負担金過

年度分、３５２万９,５２５円。これは私立保育園の過年度分の保育料でございまして、収納率が２５.６％、

前年度比で２.９ポイントの収納アップの収納状況でございます。次のページをお願いします。最上段です。

目の３、衛生費負担金、節１衛生費負担金、２５万１,２３０円のうち、養育医療費、これは医療を必要と

する未熟児の方の医療費として、保護者負担金として１０万３,１５０円を受け入れたものでございます。

款の１３、項１、目２の民生使用料、節２保育所使用料１,７８６万２,２９０円の収入でございます。これ

は町立保育所に入所されている児童の保育料でございます。収納率は９９.３％、でございました。３月末

の園児数としましては１７９名を受け入れております。前年度比で１.７ポイントアップの収納状況であり

ました。節３保育所使用料過年度分４６万６,３５０円、収納率２０.９％でございました。次のページをお

願いします。項の２、目２民生手数料、節１保育料督促手数料、８万３,９００円、これは現年度分と過年

度分の督促手数料でございます。４４.１％の収納率でございました。次のページをお願いします。款の１

４、項１、目１民生費国庫負担金、節２身体障害者福祉費負担金２億９４４万３,２１９円の収入済みでご

ざいます。これは障害者医療給付とそれから障害者自立支援給付等に対する、現年それから過年度分の国か

らの負担金でございます。節の４児童福祉費負担金３億４１７万５００円の収入済みでございます。私立の

幼稚園、認定こども園、それから保育園へ支払う運営費に対する国庫負担金でございます。施設型給付費国

庫負担金として、２億７,７３５万５,５００円、それから障害児及び発達障害児に対する支援費に対する障

害児給付費等国庫負担金、２,６８１万５,０００円を受け入れております。節の５児童手当国庫負担金、こ

れは児童手当に対する児童手当国庫負担金でございまして、１億８,６０２万４,６６７円収入済みとなって

おります。目２衛生費国庫負担金、節１養育医療費国庫負担金３１万７,７００円の収入済みでございます。

これは未熟児の方で入院をして療養を受けている医療費に対する国庫負担金でございます。２７年度におき

ましては３名の方が対象になっておられます。項２、目１民生費国庫補助金、節１身体障害者福祉費補助金、

これは地域支援総合事業に対する地域生活支援事業国庫補助金として、５２７万２,０００円を受け入れて

おります。節２の臨時福祉給付金給付補助金１億３万３,０００円を受け入れております。そのうち、消費

税の引き上げに伴いまして、低所得者への影響緩和と消費下支えを図る目的で給付事業を行っている国の補

助金でございまして、支給対象者は４,２２１名、１人当たり６,０００円の給付金を支払っておりますその

事務費に対する臨時福祉給付金給付補助金２,６８１万１,０００円を受け入れております。それから、年金

生活者等支援臨時福祉給付金給付補助金７,３２２万２,０００円を受けております。これは２８年度に繰り

越す事業に対しまして、２７年度で受け入れておりまして、２８年度の事業財源としております。それから、

節の６子育て世帯臨時特例給付金給付補助金７９６万１,０００円。これも臨時給付金事業と同様に、子育

て世帯への支援事業費の事務費と給付金に対する補助金を受け入れております。給付対象者は２,２８２名、

１人当たり３,０００円の給付金でございます。次のページをお願いします。最上段です。節７、児童福祉
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費補助金、地域子供子育て支援事業費国庫補助金として、９３２万２,０００円受け入れております。これ

は平成２７年度から施行しました子供子育て新制度に伴いまして、子育て支援強化事業、それから一時預か

り事業ですね。それから延長保育事業、それから病児病後児保育事業、放課後児童クラブ事業、それから保

育士等研修事業費に対する国の補助金でございます。それから、収入未済額に１５万８,０００円上がって

おりますけれども、これは平成２７年度の国の補正予算におきまして、保育所等の利用者負担軽減措置を実

施することに伴いまして、管理システムを改修する必要があります。年度内に改修事業のすべてが完了しな

いため、２８年度に繰り越し事業を行いまして事業をするため、未収入額となっております。１４ページを

お願いします。項の３、目２民生費国庫委託金、節１児童福祉費委託金、５万１,４８９円の収入済みでご

ざいます。これは国が支払うものでございますけれども、身体や精神１級２級の障害のある２０歳未満の方

の保護者に対する特別児童扶養手当事務を委託したものでございまして、その委託金として受け入れており

ます。受給対象者は２７名でございます。款の１５、項１、目１民生費県負担金、節３身体障害者福祉費負

担金、１億４７０万６,８２４円。節５児童福祉費負担金１億５,２０８万５,２５０円。節６児童手当県負

担金４,１５５万１６７円の収入済みとなっております。これも、国庫負担金と同様に、備考欄に書いてあ

ります身体障害者福祉、児童福祉、児童手当事業等に対する県の負担金でございます。節７生活保護費負担

金、１億３,０８１万１,７６６円。これは救護施設しらがね寮運営費に対する事務費及び保護費の県負担金

でございます。目２衛生費県負担金、節１養育医療費県負担金１５万８,８５０円の受け入れでございます。

これも国庫負担金同様未熟児で出生された子供たちの医療費に対する県負担金でございます。１５ページを

お願いします。項の２、目２民生費県補助金、節１社会福祉費補助金２１万円。民生委員協議会の活動に対

する県補助金としまして受け入れたもので、定額の１９万５,０００円と、２７年におきましては、戦後７

０周年に当たります戦没者等の家族に特別弔慰金を支給されましたが、その事務費として１万５,０００円

を受け入れております。節２児童福祉費補助金、１,４６１万８,９３２円。これは備考欄にあります、各児

童福祉事業に対する経常的補助金でございます。節３一人親家庭等医療費補助金１３８万３,０００円。助

成件数としましては、１,３３１件の申請に対しまして補助金を交付したもので補助金を受け入れたもので

ございます。節の４身体障害者福祉費補助金２,０８５万４,０００円受け入れております。これも備考欄に

あります各医療費助成及び支援事業に対する県の補助金でございます。目３、衛生費県補助金、節２乳幼児

医療費補助金５２１万６,０００円を受け入れております。これは満４歳未満児の入院通院の医療費助成に

対する補助金として、受け入れたものでございます。受給者証交付者が７１７名でございました。１８ペー

ジをお願いします。款の１６、項１、目２利子及び配当金、各基金の利子が受け入れられておりますけれど

も、生活福祉課関連におきましては備考欄のしらがね寮財源対策基金利子８,５７２円を受け入れておりま

す。次のページをお願いします。款の１８、項１、目３救護施設しらがね寮財源対策基金繰入金、１,１７

８万１８８円繰り入れております。これは平成２７年度、しらがね寮の施設の空調を全面的に改修しました。

その財源として全額を繰り入れたものでございます。次のページをお願いします。款の２０、項４、目１民

生費納付金、節１救護施設費納付金、２,３２０万２,０５２円受け入れております。これはしらがね寮入所

者、年金受給者でございますけれども、自己負担金の現年度分と過年度分を受け入れたものでございます。

次のページをお願いします。目３の雑入でございますけれども、生活福祉課関係は中段よりちょっと下でご

ざいますけれども、安全会共済掛金個人負担金、これは保育所の分でございますけれども、個人負担金とし

て４万１,７６０円、それからしらがね寮関係で、職員給食費が２１万９,６００円、それから空調工事電気

使用料で３,１８０円、同じく水道使用料で１４３円、それから、廃食用の油の取引量としまして３,０００

円を受け入れております。それと、社会福祉協議会の補助金の返還金として１４万９,０００円を雑入とし

て受け入れております。次に歳出について説明申し上げます。４３ページをお願いします。款の３、項１、
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目１社会福祉総務費で１億３,７２７万３,００８円の支出済みでございます。執行率が９９.８％でござい

ます。ここでの主な支出としましては、平成２７年度まで福祉課でございましたので、福祉課の生活福祉グ

ループの人件費、それから、ここでの主な支出としましては、さきの大戦において亡くなられた方々を追悼

し平和を祈願する戦没者合同追悼式の経費、それから次のページをお願いします。節の１３委託料の中で４

０万９,０００円支出しております。これは社協に委託して事業実施しておりますけれども、年１２回相談

件数、３８件の実績でありました。それから節の１９負担金補助及び交付金、５,８７６万１,８７１円の支

出済みでございます。備考欄にあります民生委員児童委員協議会、それから社会福祉協議会への運営補助金、

それから高齢者や障害者等の公共施設への乗り合いタクシーの補助金、それから遺族会の補助金等を助成し

ながら福祉行政の充実を図ったところでございます。４６ページをお願いします。目４障害者福祉費４億７,

８８２万５,３００円支出しております。執行率は９８.３％でございました。ここでの主な支出としまして

は、４６ページにおきましては、障害支援区分認定調査員の非常勤職員の１名分の人件費、それから次のペ

ージをお願いします。まず、４７ページでございますけれども、節の１３委託料、１,１４１万６,５３４円。

これは備考欄に書いてありますとおり、人吉球磨圏域で取り組んでおります各種相談支援や、地域活動支援

事業等を展開しておりますけれども、その委託料が主なものでございます。それから節の１９負担金補助及

び交付金、３５２万９,２７３円、ここでは主な事業としましては、あさぎり町それと上球磨３町村合同で、

各種保育所等への巡回訪問や、保育士等への助言相談、それから保護者相談等を行うための専門員を派遣し

た事業を４町村で行っております。その負担金として支出として、２９８万８,８４８円を支出しているも

のが主な支出でございます。それから節２０扶助費、４億５,８５９万４,１８４円支出しております。備考

欄に記載の各種医療費助成や給付事業、それから介護給付介護医療費等の提供を行ったものでございます。

次のページをお願いします。節の２３償還金利子及び割引料３８万９,１３１円、備考欄にあります障害者

自立支援医療費の国県の過年度分の返還金を計上したものでございます。節の２８繰出金１５２万４,５９

０円、これは平成２７年度球磨郡障害認定審査事業特会への繰出金として支出したものでございます。次の

ページをお願いします。目７社会福祉施設費、９,９５７万３,８８９円支出しております。執行率は９７.

９％でございました。ここでの主な支出は、福祉課が管理しております福祉施設の管理運営費でございます。

節の１１の需要費の中での修繕料４２０万８,２７５円、これは三つの温泉施設の設備機器の修理とかそう

いうのを行っております。ちなみにヘルシーランドが２７１万５,７１５円、それから温華乃遥が１２５万

８,２００円、高山荘が２３万４,３６０円の修繕料として支出しております。それから、１３の委託料８,

６３４万３,０００円、これは備考欄に書いてあります通り、三つの施設の指定管理料でございます。それ

から節の１５、工事請負費７７３万３,７２２円支出しております。主に設備機器等の更新工事を行ってお

ります。ヘルシーランドにおきましては５２０万５,６５８円、温華乃遥で４８万６,８６４円、高山荘が２

０４万１,２００円を支出しております。それから１８の備品購入費６１万４,６４０円、これはヘルシーラ

ンドの施設での消火器を更新したものでございます。目の８、臨時福祉給付金等給付事業２,５３４万９,４

０８円支出しております。執行率が９５.７％でございました。ここでは、先ほども歳入で申し上げました

けれども、消費税のアップに伴います国の施策でございます。支給対象者３,８８９名、１人当たり６,００

０円の給付金を給付したものでございます。次のページをお願いします。節１９で先ほど申しました３,８

８９名の方に２,３３４万４,０００円を給付金として交付したものでございます。それから、目の９生活応

援事業費、１,５７７万１,６６３円支出しております。これは執行率が８０.５％、この事業は平成２６年

度の繰越事業でありました地域住民生活等緊急支援のための国の交付金事業で、低所得者への生活応援商品

券を配布する事業でございまして、その経費が主なものでございます。申請率が９６.３６％ですね。それ

から交付枚数が１万５,５８４枚、１,０００円券を１人当たり４枚交付しておりますけれども、交付金が１,
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５５８万４,０００円は交付しておりますけれども、換金率が９７.９３％ということで換金枚数１万５,２

６２枚、換金額１,５２６万２,０００円でございました。それから目１０、年金生活者等支援臨時福祉給付

金給付事業、７,３２２万２,０００円、これは２８年度事業を取り組むということで、支出をゼロにしてお

ります。それから、項の２、目１児童福祉総務費、７億９,２８１万８,２０３円支出しております。執行率

が９９.３％、ここで繰越明許費３１万８,０００円がございますけれども、これは２８年度に繰り越して電

算システムを改修するため、３１万８,０００円繰り越しをしたものでございます。それから、ここでの主

な事業としましては、まず、町立保育所の民営化に当たりまして、その移管先候補者を公平かつ公正に選定

する附属機関として、平成２６年度に設置しました検討委員会がございますけれども、平成２７年度におき

ましては４回開催しております。その中で選定基準の策定、それから申し込みの書類の審査、評価に対する

移管先候補者の選定を行っていただきました。その経費としまして節１で報償費で１１万３,０００円、そ

れから節９の旅費の費用弁償としまして、２万８,６００円を支出しております。節８の報償費、出生祝金

５４０万、平成２７年度におきましては１０８名の方が対象になっておられます。次のページをお願いしま

す。節の１３委託料、９８９万２,０００円、ここでの主なものとしましては、あさぎり町、水上村、湯前

町、多良木町で行っております病児病後児童保育事業、これ公立病院に業務委託しておりますけれども、事

務局が本町でございまして、委託料を９６４万２,０００円支出しております。それから節の１９負担金補

助及び交付金、７億２,０６０万６,３８４円支出しております。ここでは私立保育園、認定こども園、幼稚

園の通常の運営としまして、施設型給付費負担金、７億１０７万２,８３０円、それから延長保育、障害児

保育事業への特別保育事業補助金５３２万７,３０３円、それから町内の六つの学童クラブへの放課後児童

健全育成補助金として１,２７４万８,２５１円等を支出したのが主なものでございます。節の２０扶助費、

障害児通所支援費５,３９４万３０９円、これは児童デイサービス等への支援費を支出したものでございま

す。節の２３としまして、備考欄に書いてあります国県補助金の過年度分の交付金の決定によりまして返還

したもので、２０４万９,２６０円を国県に返還したものでございます。目２児童手当事業費２億６,９３６

万６,１００円支出しております。執行率が１００％でございます。支給対象者延べ２万３,４３９名、に児

童手当を扶助費として２億６,９３６万５,０００円児童手当を支給しております。目３子供医療費助成事業、

５,９０１万８,４７７円、執行率は９７.２％、受給者２,３００名に対しまして、県が申請されております

けれども、節２０で扶助費で子供医療費助成として５,８９７万１,５６１円を支出しております。それから、

目４ひとり親家庭福祉費、２９８万８,２８６円、執行率９８.４％、節２０扶助費で医療費助成金２９６万

６,８６６円を助成金として支給しております。次のページをお願いします。目５保育所費としまして、２

億７,７２５万９,５８８円支出しております。執行率が９９.７％、町立保育所の運営費でございまして、

保育士等これは町の職員分の人件費とそれから節１３委託料で、町立保育所指定管理委託料として１億４,

７８３万３,０００円支出したのが主なものでございます。ここでは関係者の方々の御理解と御協力、御支

援で、３月３１日をもって、町立保育所の幕を無事に降ろすことができました。ありがとうございました。

目６子育て世帯臨時特例給付金給付事業、７３１万３,１１８円支出しております。執行率が９４.８％、こ

れも先ほどの臨時福祉給付金事業と同じで児童手当受給者への給付金としまして実施したものでございます。

対象児童者数は２,１７７名でございました。節１９で１人当たり３,０００円でございますけれども、６５

３万１,０００円を給付したものでございます。目７子育て応援事業費、地方創生７１５万８,８１５円。執

行率８４.７％でございました。これも先ほどの生活応援事業と同じ事業でございまして、２６年度の繰越

事業でございました。申請率は９９.３１％、交付枚数は第１子第２子は５,４９９枚、それから第３子以降

は１,７０５枚、合わせて７,２０４枚の商品券を交付しております。換金枚数としましては７,０８２枚と

いうことで、節１９で換金７８０万２,０００円、ここで商品券を交付したものでございます。次のページ
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をお願いします。ここからが救護施設の運営費等の決算でございます。現在ですね。しらがね寮におきまし

ては、２７年度末におきまして、入所者が５０名でございます。その内訳が男性が２８名、それから女性が

２２名、それから平均年齢が６７.６才、最高年齢は９３才、それから平均入所年数が１３年と４カ月、そ

れから障害別でございますけれども、身体障害者が１０名、知的障害者が１１名、精神障害者が１８名、そ

れから重複障害者が８名、それとその他の方が３名ということで、利用者の高齢化、それから、障害程度の

重度化が進んでおります。利用者の心身の状況に応じた個別支援計画の推進、それから、日々の生活介護や

相談支援指導等を全職員で連携しながら、２７年度も施設運営を行ったところでございます。項の３救護施

設費、目１救護施設総務費１億９,４４４万３,７０１円支出しております。執行率９９.５％でございます。

ここではしらがね寮の管理運営費が主なものでございまして、職員等の人件費それから施設管理費の経費を

支出したものでございます。ここにおきましては、平成２７年度におきまして施設全館の空調施設の改修工

事を行っております。その経費としまして５４ページでございますけれども、節の１３委託料の工事監理委

託料としまして１６７万４,０００円、それから節１５の工事請負費４,８３５万９,４３５円を支出して空

調関係の全面改修を行ったものでございます。それからもう一つ委託料の中で、調理業務は業務委託をして

おりますので、委託料として１,８７７万４００円を支出しております。次のページをお願いします。目２

の救護施設事業費３,５２６万３,９３８円。執行率９４.２％でございました。ここでは、施設入所者の生

活援助に対する経費等を支出したものでございます。それから最下段でございます。項４災害救助費、災害

見舞金でございますけれども、２７年度におきましては、対象になります住宅とか納屋のですね、全焼半焼

とかそういう案件がございませんでしたので、１８０万の不用額として残ったものでございます。６１ペー

ジをお願いします。最下段です。款４、項１、目１０養育医療費９９万２,３０３円、執行率が８６.６％で

ございます。これも再三説明しておりますけども、未熟児に対する医療給付ですね、その経費として上げて

おりまして、次のページの扶助費で７５万６,１６７円を支出しております。それから節の２３で、償還金

利子及び割引料、これは過年度分の精算に伴います国県への返還金として２３万５,７５７円を返還したも

のでございます。また本日配付されております主要な施策の成果説明書におきましては、生活福祉課関連は

５ページから８ページ、それから不用額調書におきましては８ページから１１ページに記載されております。

ご覧下さい。以上、生活福祉課所管の主な決算について説明申し上げました。よろしくお願いします。 

◎議長（山口 和幸君）  説明の途中ですがここで１０分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０６分 

再開 午前１１時１７分 

 

◎議長（山口 和幸君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。高齢福祉課長。 

●高齢福祉課長（上村 哲夫君）  それでは、高齢福祉課所管の平成２７年度歳入歳出決算について御説明申

し上げます。決算書９ページをお願いいたします。歳入決算です。ページの最下段、１番下ですけれども、

項２、目２、節３老人福祉負担金、養護老人ホーム入所者負担金として７０２万１,３９２円、人吉球磨地

域の３施設に入所しておられる２９名分の入所者の負担金となっております。次に１０ページをお願いいた

します。中ほどになります。款１３使用料及び手数料、項１、目２、節１福祉施設等使用料は高齢福祉課で

所管しております節の使用料として、白寿荘が１６万３,０９０円、年間利用者総数が５,７２７人の実績で

ございました。生活支援ハウスにつきましては６２万８,７８６円で、決算時４名の方が入所されておられ

ます。次に１２ページをお願いいたします。款１４国庫支出金ですが、項１、目１、節６介護保険料多段階

化負担金、１８２万８,１７０円、これにつきましては昨年の介護保険制度の改正に伴いまして６５歳以上
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の第１号被保険者の約３割を占めております、所得が低い低所得の高齢者の保険料を軽減するために、給付

費の５割の本来の公費負担とは別枠で、公費の負担を行うものでございまして、国が２分の１、県が４分の

１、町が４分の１の負担割合となっております。次のページ１３ページをお願いいたします。上段から２行

目ですけれども、項２、目１、節８老人福祉補助金、地域介護福祉空間整備推進交付金で３００万円、これ

につきましては、昨年９月補正予算でお願いして計上しておりました、球磨地域農協が整備を行いました福

祉の里木綿葉に対しての施設整備に伴う補助金として交付したものでございます。次の１４ページお願いい

たします。中ほどからになりますが、款１５、県支出金、項１、目１、節８介護保険料多段階化負担金９１

万４,０８５円、国庫負担金で説明いたしました県の負担分４分の１の額となっております。次の１５ペー

ジをお願いいたします。中ほどからになります。目２、節５老人福祉費補助金、４５３万７,３８５円の支

出を行っております。老人クラブ活動等事業費県補助金といたしまして１３４万４,０００円、国県の補助

率が３分の２となっております。次に、高齢者住宅改造助成事業費県補助金、３５万円を支出いたしており

ます。これは単県事業でございまして、上限７０万円で対象経費は要介護高齢者が利用する部分の改造に要

する経費でございます。補助率県、町で３分の１ずつとなっておりますが、生活保護世帯並びに非課税世帯

にあっては、単県の２分の１の事業となります。決算年度におきましては申請のあと１件について広報いた

した次第でございます。次の低所得者利用者負担対策事業費県補助金、負担２２万５,０００円につきまし

ては、所得が少ない利用者に対して介護サービスを行う社会福祉法人等が利用負担額等に対する費用負担額

を低減するものでございます。次の地域包括支援センターネットワーク等強化事業補助金４８万６,１１０

円につきましては、昨年度、本町が代表町村となりまして、錦町、多良木町、湯前町、水上村の上球磨５町

村の包括支援センターで実施した会議、先進地視察研修に関する補助金でございます。次の市民後見推進事

業補助金２１３万２，２７５円につきましては、市町村が実施する市民後見人の養成、活動支援のための仕

組みづくり等に対して、事業費が補助されるものでございます。県内では５市町村で実施されております。

本町につきましては、人吉球磨１０市町村が昨年度から人吉市社会福祉協議会に運営事業を委託し、広域で

後見人の養成、組織整備活動支援などの活動を行ったものでございます。少しページとびまして１８ページ

の下段からお願いいたします。款１７寄附金、項１目２、節１指定寄附金、民生費寄附金に３万円あります

けれども、これにつきましては、昨年８月に人吉球磨タクシー協会より寄附があったものでございまして、

支出としてこれを受けまして支出として介護予防事業として現在実施しております、いきいき１００歳体操

のときに使用する重錘バンド、おもりということでございます。を１６セット、８人分を購入させていただ

きました。次に、歳出に移らさせていただきます。４４ページをお願いいたします。中ほどになります。歳

出の主な項目について説明申し上げます。款３民生費、項１、目２老人福祉において６億８,６４９万９,４

３８円を支出しております。これには後期高齢者医療関係も含まれていますが、包括支援センター職員以外

の高齢者支援関係各事業並びに介護保険業務の費用の人件費を含む支出項目となっております。次の４５ペ

ージの上段からお願いいたします。節８報償費といたしまして、１６万７,１０５円、金婚表彰関係の経費

が主でございます。昨年度においては昭和４０年に御結婚なされた御夫婦３７組の表彰を行っております。

次に節１２役務費、３０万２，２０２円、緊急通報装置の設置手数料で１９万９,４３５円、新規設置が６

台、更新設置１２台の内訳となっております。次に、節１３、委託料で７９５万６,６７１円の支出を行っ

ております。各地区及び施設で開催いただいております敬老会の式典業務委託料として、５７５万２,３９

６円を支出いたしております。昨年度におきましては、７０歳以上の対象者４,２６０人、うち町内施設１

１カ所２８１人を含んでおります。の方々を対象として敬老を祝う会を各地区及び施設に対して委託して行

ったものでございます。次に、成年後見センター事業委託料につきましては、歳入で説明いたしました県補

助金でございまして、昨年度から人吉市社会福祉協議会に球磨圏域１０市町村が業務委託をしているもので



- 146 - 

ございます。全体経費を人口割が９０％、均等割１０％での負担割合となっております。次に、節１８備品

購入費１３６万２４９円。これは緊急通報装置並びに落雷対策装置の更新費用でございます。次の節１９、

負担金補助及び交付金、２億６,５０４万６,７０７円の支出を行っております。本町の老人クラブ連合会へ

の補助金約２９１万４,０００円、シルバーエイトの負担金、２,０７８万３,０００円、シルバーエイトは

球磨郡公立多良木病院企業団が運営いたしております介護老人保健施設事業分の町村負担金となっておりま

す。地域介護福祉空間整備推進補助金３００万円につきましては、歳入、国庫補助金で説明いたしました、

球磨地域農協さんが整備されました福祉の里木綿葉に対して、施設整備に伴う補助金として交付を行ったも

のでございます。次の４６ページをお願いいたします。節２０扶助費、敬老祝い金で４５３万円を支出いた

しております。この内訳といたしましては、８０歳到達の方が１万円ですけれども、これは１９１名、９０

歳到達の方が２万円でございますが１１１名、１００歳到達の方が１０万円支給となっておりますが４名、

この内訳となっております。次の高齢者住宅改造助成事業費は１件分７０万円でございました。節２８、繰

出金、介護保険特別会計の繰出金、２億５,７７０万５,０００円を本節から繰り出しを行っております。平

成２５年度の介護保険特別会計の精算確定に基づき３３９万４,２１２円を繰り出しております。目３、老

人保護費、節２０扶助費、５,５１９万７，０２６円は老人施設の入所措置費で３施設、先ほど説明しまし

た２９名の措置費の支出となっております。少し飛びまして４９ページをお開きください。目７社会福祉施

設費は生活福祉課、高齢福祉課が所管する施設の維持管理費用となっております。この中で、節１３委託料

では高山荘の指定管理委託料として６１５万５,０００円を支出しております。また、温泉交流センター指

定管理委託料のうち、生活支援ハウスに係る分が４２６万５,０００円となっております。次に節１５工事

請負費のうち、２０４万１,２００円が高山荘のボイラーの更新修繕工事を行っておりますがその分の支出

となっております。次の節１８備品購入費のうち１２万９６０円が生活支援ハウスに購入いたしました洗濯

機、２台ですけれども、その購入費用となっております。なお、高齢福祉課分の主要施策の成果説明書はお

手元に配付の９ページから１１ページ、不用額並びに節約額の調書につきましては、１２ページから１４ペ

ージとなっておりますので、御参照いただければと思います。以上で高齢福祉課所管分の主な決算内容の説

明を終わります。よろしくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  健康推進課長。 

●健康推進課長（岡部 和平君）  それでは、健康推進課所管の決算について御説明申し上げます。１０ペー

ジをお願いいたします。歳入でございますが、使用料及び手数料の目３衛生使用料でございます。保健セン

ターの使用料ですが、１２万４,０６０円、上、免田、岡原のそれぞれの保健センターの使用料でございま

す。２７年度は、岡原保健センターで民謡愛好会が新たな使用団体として使っていただいているようでござ

います。１２ページをお願いいたします。款１４国庫支出金、目１の民生費国庫負担金でございます。この

うちの節の３、保険基盤安定負担金ですが、国民健康保険基盤安定負担金２,１２４万６,０４４円。保険者

支援制度、それから保険に係るもの、それから国民健康保険特別会計への繰出金の財源となるものでござい

ます。１３ページをお願いいたします。国庫支出金の目２衛生費国庫補助金でございます。節２衛生費国庫

補助金、がん検診推進事業国庫補助金でございます。働く世代の女性支援のためのがん検診でございますが、

それぞれ合わせて１６万２,０００円。これは、補助基準額が年々下げられていることと、それからがん検

診の対象者数が絞られているということで、２６年度は８０万２，０００円補助の歳入でございましたけれ

ども、２７年度については１６万２,０００円の歳入ということでございます。健康増進事業費に充当して

いるところです。１４ページ、款１５県支出金、目１の民生費県負担金でございますが、節２後期高齢者医

療保険基盤安定拠出金、後期高齢者医療特別会計への繰出金の財源となるものでございます。それから節４、

国民健康保険基盤安定負担金、国庫ではありましたけれども、保険者支援制度の分とそれから保険基盤安定
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制度それぞれの県負担金でございます。６,７２５万２,０９０円です。１５ページをお願いいたします。目

３衛生費県補助金、節の３、４、５、６まででございますが、それぞれ健康推進課が所管する事業に対する、

県の補助金でございます。節の３市町村健康増進事業費県補助金、健康増進事業に充当するものでございま

すけれども、健康相談、健康教育等に係る印刷製本費、それからコピー使用料等の財源となるものでござい

ます。節の４の自殺対策推進事業費県補助金、１０８万円でございますが、心の健康づくりそれからメンタ

ルヘルス事業等の財源、補助率が１０分の１０から４分の３等となっております。この中には社会福祉総務

費で社協に委託しております相談事業、それから健康増進事業の中の思春期保健福祉事業それから健康づく

り推進事業に充当しているところでございます。医師講師等の謝金、それから印刷製本費等に当てていると

ころです。それから節５むし歯予防対策事業費補助金です。フッ化物洗口事業、それから歯科衛生士の派遣

事業等に係る県の補助金で、補助率は基準額の２分の１となっているところです。歯科衛生士等の謝金それ

から消耗品等に充当しております。それから節６、熊本県風疹予防接種助成事業費でございます。風疹予防

接種については、県の検査を受けて抗体価の低い方については予防接種の費用を町が助成しておりますけれ

ども、町の助成額の２分の１が県の補助金となっております。２０ページをお願いいたします。雑入の諸収

入ですけれども、目２衛生費納付金でございます。保健事業健康診査徴収金、それから予防接種徴収金でご

ざいます。保健事業については各種健診の個人負担金、等とそれから収入未済額３万８,６００円がござい

ますが、これは過年度の健診の負担金がまだ未納となっているものが３万８,６００円ございます。それか

ら予防接種徴収金は、高齢者のインフルエンザ自己負担分１,５００円と、２７年度から１,５００円とさせ

ていただきましたのでそれの２８３人ということになります。目の３の雑入でございますが、上から４番目、

他団体支給旅費、６７万１,５６５円のうち、７万１,４８０円が健康推進課の職員が日本自殺予防学会の総

会に出席いたしましたときの旅費を熊本大学から受け入れたものでございます。その下、各教室等参加者負

担金５,１００円でございますが、２７年度食生活改善推進員と運動普及推進員の養成講座を実施したとこ

ろです。そのときの材料代として受け入れたものでございます。２１ページをお願いいたします。中ほどで

ございますが、旧老人保健法第４２条第３項に係る返納金６,０００円でございます。老人保健医療の医療

費として町が支出していたものが、検査によりまして適当ではなかったということで町が支出したものが返

還されたものでございます。６,０００円です。それからその下ですね。後期高齢者医療市町村療養給付費

負担金精算金、平成２６年度の負担金の精算金でございます。２,４３１万３,７６４円。それから下から６

番目でございます。ウォーキング大会参加者負担金３万３,５００円、秋の大会のときに負担金をいただい

たものでございます。それからその下、実習謝礼金７,５００円でございますが、管理栄養士の臨地実習を

受け入れております。２７年度は尚絅大学からでしたけれども、その実習受け入れに対する大学側からの謝

礼金７,５００円でございます。次に、歳出を御説明申し上げます。４４ページをお願いいたします。目２、

老人福祉費ですけれども、この中に後期高齢者医療に係る職員の人件費それから負担金等が事業費として、

支出されております。職員手当の中の時間外勤務手当については、後期高齢者医療の保険料決定通知それか

ら保険証の発行事務にかかるときの時間外勤務手当でございます。それから、節の１９、４６ページになり

ますけれども、後期高齢者医療広域連合一般会計分共通経費負担金２８２万円、それから後期高齢者医療広

域連合特別会計分共通経費負担金６４８万４,０００円、それから後期高齢者広域連合療養給付費負担金２

億２,８４３万３,９９４円でございます。一般会計特別会計の共通経費については、広域連合の職員の事務

的な経費にかかる負担分、それから療養給付費負担金２億２,８００万については、医療給付に係る町の負

担分でございます。後期高齢者の医療費にかかる約５割を国県市町村で負担することになっておりますが、

その分の町の負担分ということになります。節の２８繰出金でございますが、この中の後期高齢者医療特別

会計事務費繰出金７５万９,０００円。それから後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金７,２９８万７
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８７円。後期高齢者医療特別会計の事務費に係る分の経費、それから歳入で県の負担金がございましたけれ

ども、低所得者の保険料軽減分を公費で賄う分の保険基盤安定繰出金７,２９８万７８７円でございます。

県が４分の３、町が４分の１を負担するものです。４８ページをお願いいたします。目６国民健康保険事務

費でございます。国民健康保険事務に係る職員の人件費等でございます。職員手当の時間外勤務手当につい

ては、保険証発行事務にかかる時間外勤務手当等が挙げられているところです。それから、１番下ですけれ

ども、２８繰出金、国民健康保険特別会計繰出金、１億３,３１９万６,０００円でございます。この中には、

保険基盤安定繰出金、保険料の軽減分とそれから保険者の支援分合わせて１億１,７９９万７,５１４円。こ

れについては、国県の負担が伴っているものでございます。それから財政安定化支援事業繰出金、１,５１

９万８,４８６円でございますけれども、これは財源措置がされているということでございますので、交付

税で措置されているところだと思います。例年ですと、この中で出産育児一時金、それからその他の一般会

計の繰出金ということで、支出していたところですが、２７年度については、その分は一般会計からは繰り

出しはせず、国保の中の財源で措置をしたところでございます。５６ページをお願いいたします。款４衛生

費です。目１の保健衛生総務費、ここでは、職員の人件費とそれから健康管理システムに関する経費、それ

から救急医療確保のための委託料及び負担金、それから医師確保のための取り組みの負担金、それと鍼灸施

療費の扶助費がございます。前年度と比べて大きいところはですね。健康管理システムの改修委託料の中で、

鍼灸券システムを新しく導入いたしました。その分の経費が１６２万円でございますのでそれが１番大きい

経費ということでございます。節の１３、委託料でございますが、在宅輪番医制委託料、球磨郡医師会に委

託をしまして、休日祝祭日の急病けがに対応するものでございます。１１６万１,０００円。これについて

は、人吉市と山江村が人吉市医師会に別に委託をして同じ制度を実施しておりますので、定住自立圏の構想

の中で人吉市医師会、球磨郡医師会、同じように全体で委託して実施する方法を検討しているところでござ

います。それから、先ほど申しました健康管理システム改修委託料、２８０万８,０００円でございますが、

このうちマイナンバー制度に係ります改修業務委託が１１８万８,０００円。それから鍼灸券システムの改

修に係るものが１６２万円でございます。それから下のほうになりますが、節１９負担金補助及び交付金で

ございます。これは、公立多良木病院の病院事業負担金３１万３,０００円。病院事業に係る費用のうち、

特別交付税で措置される額の５０％を多良木町以外の３町村で負担するものでございます。それから輪番制

病院運営事業負担金、これは人吉医療センターと公立多良木病院が休日夜間の二次医療の確保のための人員

配置に対する負担金でございます。１８０万３,０００円。それから、長期休日救急患者オンコールシステ

ム負担金５,０００円でございますが、これは歯科診療に係る年末年始の休みとかそういったときの対応に

かかる費用でございます。次のページですが、地域医療システム学講座負担金、２７年度までの事業という

ことで、地域医療システム学寄附講座ということで、熊本大学の地域医療に関する寄附講座を開設するため

の負担金、あさぎり町は２１万６,０００円でございます。県とその残りを市町村で負担するものでござい

ます。それから、小児初期救急医療推進事業負担金４１万３,３００円は、球磨郡医師会、人吉市医師会に

委託して、休日の小児救急医療に対応するものでございます。それから、熊本県僻地医療自治体病院開設者

協議会負担金３６万２,０００円でございます。僻地医療のこの協議会に参加している病院等で、合同で協

力して人材を確保するというもので医師だけでなく、看護師とか技師そういったところの人員の確保も、こ

の中でやりとりをしているところです。多良木公立病院からこの中のどこだったかちょっと忘れましたけれ

ども、看護師が１人、派遣で半年か３カ月かぐらいは看護師の足りない病院に応援に行ったっていうことが

ございます。そういったものに関する費用でございます。２５０万円を関係団体で負担するもので、あさぎ

り町は３６万２，０００円の負担でございます。節の２０扶助費でございますが、鍼灸施療費の扶助費１６

７万５,５００円、３,３５１件でございました。２６年度からすると少し減ったようでございます。それか
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ら、５８ページになります。目４、健康増進事業費、ここでは、住民健診に係る経費になります。財源とし

てがん検診に係る国庫補助金、県の健康増進事業費補助金等を充てているところです。暫定ではございます

が、この中で、特定健診の受診率が５７.６５％、特定保健の指導率も終わった分が今のところ４８.７６％

ということになっております。後期高齢者医療もこの中で受けますので後期高齢者の特定健診ですね、後期

高齢者健診の受診率は１１.３６％となっております。目５、母子保健事業でございます。この中には、妊

婦の健康管理事業、それから母子保健推進事業、それと思春期の保健福祉事業、それから乳幼児健康診査事

業が含まれております。５８ページの１番下、８の報償費でございますけれども、これは母子保健推進事業

の読み聞かせ学習会を、母子保健推進員さんの皆さんに実施いたしましたときの講師の謝金、それから思春

期保健福祉事業で、臨床心理士がまいりますので、それに対する謝金、それから、乳幼児健診に伴いますと

ころの歯科衛生士の謝金等がございまして、１１５万６,９５４円の支出となっております。それから、節

の１３委託料、１,１６０万６,７９２円でございますが、健康診査の委託料、妊婦健康診査を最高で１４回、

金額で９万６,６００円を上限として助成しております。そういった方たちの検診を受けられた分の費用で

ございます。１,１０９万１,２６０円。母子健康手帳の交付をした方の人数が１４３人、委託料の件数とし

ては１,５５９件でございました。１３の乳幼児発達相談等業務委託料、３８万９,５３２円でございますけ

れども、人吉市が臨床心理士を雇用しまして、その方にあさぎり町に来ていただく分の委託料ということで、

３８万９,５３２円支出しております。３８回実施しまして、相談者数が３６人ということでございます。

それから、１９負担金補助及び交付金でございます。人吉医療センター発達相談外来負担金９万２,７００

円。球磨圏域で人吉医療センターに発達相談外来を設置することに伴いますところの医師に係る経費の負担

金でございます。それから、球磨圏域乳幼児発達相談事業負担金でございますが、乳幼児発達相談事業運営

協議会をつくっておりまして、そこで医師及び心理士を確保して実施する相談事業の負担金でございます。

あさぎり町の負担分２４万３,０００円、２７年度は１３回相談の日数を設けまして、６８件の相談がござ

いました。あさぎり町の関係の相談件数は８件でございました。それから目６予防接種事業費でございます。

乳幼児それから高齢者の予防接種にかかる費用でございますが、関係する医療機関と相談しながら、個別接

種化を進めているところでございます。乳幼児の定期予防接種は２,７１３人でございました。高齢者のイ

ンフルエンザの予防接種については、２７年度は３,０７９人の方が接種されております。それから、成人

肺炎球菌の予防接種については、７４７人の方が受けておられるようでございます。６０ページの目７健康

づくり推進事業費でございます。ここについては、健康２１計画食育推進計画の策定事業、それから心の健

康づくりに関する事業、それから、ウォーキング大会に係る事業、それと歯科保健事業がこの中に含まれて

おります。健康２１食育推進計画については、１５歳までに１人で御飯がつくれるプロジェクトということ

でいろいろ取り組んでいるところでございます。それから、心の健康づくり事業については、熊本大学との

協働事業でございまして、２７年度は免田地区に在住の方を対象としまして、６５歳以上の方、それから４

０歳から６４歳以下の方ということで２種類のアンケートさせていただきました。回答率が６５歳以上の方

が５９.４％、それから４０歳から６４歳の方については、回答率は３５％ということでした。熊本大学と

の話の中では、回答率はとても高いというような話でございます。節８の報償費でございますけれども、不

用額が１８万２,０００円ほど出ておりますが、健康ポイントの交換が多いのではないかということで補正

をさせていただきましたけれども、秋のウォーキング大会が参加者数が少なかったということで、見込みよ

り健康ポイントの交換が少なかったためにこの分が１０万円不用額となっております。この報償費の中では、

心の健康相談の年に１２回実施しますところの医師の謝金、それから、おどんが健康づくり大会、食改２７

年度実施しました食生活改善推進員、運動普及推進員の養成講座に係る講師の謝金、それから、心の健康づ

くりでゲートキーパー講座を実施いたしましたときの講師謝金、それから中学生の健康講座についても、心
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の健康のほうで対応しましたけれども、そのときの講師の謝金等が支出しているところでございます。それ

から、歯科保健事業としまして、町内の幼稚園保育園それから小・中学校の歯科教室に対する歯科衛生士の

報償費、謝金が５１万６,０００円ほどこの中に含まれております。次のページ、目８保健センター管理費

でございます。上、免田、岡原、深田の保健センターの管理にかかる費用でございます。大体例年どおりの

支出でございますけれども、免田保健センターが漏水があっておりましたのでその分で上下水道費が少し例

年からすると伸びていた状況でございました。以上、健康推進課所管の決算について説明を終わります。よ

ろしくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  ここで休憩をいたします。午後は１時３０分から再開いたします。 

 

 

休憩 午後０時０４分 

再開 午後１時２８分 

 

◎議長（山口 和幸君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。説明が終わりましたので、これから質疑

を行います。質疑は各課ごとに行っていきます。それでまだ質疑が足らないようであれば、１番最後に一括

で質疑をしていただく時間を設けたいというふうに思います。それでは最初に、税務課分です。税務課分に

ついて質疑ございませんか。２番、難波文美議員。 

○議員（２番 難波 文美さん）  質問いたします。歳入７ページ、１番の町税のところなんですが、不納欠

損額というところがあります。この不納欠損額とする理由、そして現在までの件数をお分かりであればお答

え下さい。 

◎議長（山口 和幸君）  税務課長。 

●税務課長（那須 正吾君） まず、不納欠損の理由でございますけれども、一つ目が財産がないということ。

二つ目が生活困窮、生活保護とか、三つ目が所在が不明、財産も不明であるというのが、あと一つが即時消

滅であります。その四つで落としております。と件数ですけれども、軽自動車税、法人町民税、固定資産税、

国民健康保険税合わせまして４７８件でございます。 

◎議長（山口 和幸君）  難波議員。 

○議員（２番 難波 文美さん）  はい、わかりました。この不納欠損というのは、今お伺いしましたように

生活困窮であるとか所在がわからないとか、大変難しいケースだということはわかりましたので、これから

もまた徴収アップに向けて頑張っていただきたいと思います。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにございませんか。税務課分よろしいですか。それでは町民課分について、質

疑があれば質疑を行って下さい。８番、豊永喜一議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  何もなかれんば寂しいと思いまして質問しましたが、不用額調書の７ページ

であります。資源物有価回収事業の交付金が見込みより少なかったということになっておりますが、球磨郡

市全体を見ても、ごみの減少あたりも言われていますが、資源有価物あたりも減少してるんではなかろうか

というふうに思っております。ごみが減少すること自体は喜ばしいというふうに思っておりますが、逆に資

源化できるものはなるだけ増えてきたほうが好ましいというふうに思っておりますが、各地区５３行政区と

４業者、回収されてるっていう方が、この減少している原因といいますか、そういったところが一つと、こ

れはふるさと振興社は建設経済常任委員会所管と思いますが、ふるさと振興社が２７年度決算を出しており

ますが、その中の営業販売とごみ袋が一緒になっとっとですよ決算が。ごみ袋だけの収支、その２点につい

てお尋ねいたします。 
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◎議長（山口 和幸君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん） 豊永議員のまず１点目の資源有価物の回収の減少の原因ということでござ

いますけれども、ビン類とか量が上がっているのもございますけれども、新聞紙とか雑誌類ですけれども、

そのインターネットとかの普及によるところにも大きいのかなと思いますが、そういったものの減少、それ

から布類の減少が目立っているところです。布類はフリーマーケットとか、古着屋さんを利用されたりとか

いうことが大きな原因かなというふうには考えております。それからふるさと振興社のごみ袋のみの収支と

いうことでございますが、申しわけございません、手元に資料を持ち合わせておりませんので、また後日報

告をさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  振興社のごみ袋は後日でも構いませんが、１点目の資源回収については地区

の回収に出向いた時に、いつも思うんですが、もう持ってこられる方が決まっているんですよね。なかなか

新しい人と言えばおかしいんですが、そこら付近が徹底されていないというか、それは各家庭色々事情があ

るかというふうに思いますけれども、そういったことも、もう少し推進あたりを図っていただきたいことと、

それからアルミあたりの缶あるいはペットボトル、今結構個人で収集されて自分で持って行かれる方も多か

わけですよね。そこら付近を地区で大事な資金として還元してもらうかあたりもあわせて、検討していてい

ただければというふうに思います。 

◎議長（山口 和幸君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  ありがとうございます。住民の方への周知等今後頑張ってやっていきたい

と思います。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにございませんか。９番、永井英治議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  ９番です。１点お尋ねいたします。狂犬病の予防接種のことですけども、接

種率は上がっているという結果ですよね。しかし現実として８．何％の犬がまだ接種してないということで

すが、その考えられる理由、してない方の理由は何か考えられますかね。 

◎議長（山口 和幸君）  尾方町民課主幹。 

●町民課主幹（尾方 真君）  ただいま永井議員からの質問にお答えいたします。接種率等上がっております

けれども、死亡届等を出されてないという飼い主もおられまして、そういったことも今後電話確認とかいた

しまして、登録頭数を減らしますと、接種率が上がってくるとで、今回２８年度につきましては、日曜日も

獣医さんの協力によりまして予防接種をいたしましたので、そういったことを実施しましたり、あとは木曜

日が町民課業務７時まで行っておりますので、その時に電話等で飼い主に電話連絡をしながら勧奨して、今

後は接種率を上げていきたいと思っております。 

◎議長（山口 和幸君）  永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  死亡届等が出てない、そういったことも理由があっとですね。はいはい、じ

ゃぁそういったところはちゃんとしていただきまして、私は接種率を今後ともまた０.５でも１％でも上げ

ていくためにはいかがなされますかということを聞きたかったんですけども、今尾方主幹からも話がありま

したので、それ以上聞きませんけども、今後とも１％でも０.５％でも１００に近いような数字になるよう

に、お願いはしたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  町民課としても接種率を上げるために様々、今年度も取り組みをやってい

こうということでやってるところでありますけれども、高齢者の方とか犬を連れて来られるのがちょっと難

しかったりっていうのも一つの理由であったり、今年は日曜日に１日だけですけれども、日曜日の予防接種
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の日を設けてみました。そういったことで、なかなか平日が休みが取れなくて、接種に連れてこれないとい

うような方もありましたので、そういった方からよかったというようなお言葉をいただいておりますので、

今後もそういったことで少しでも接種率を上げるための工夫を課としてやっていきたいと考えております。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにございませんか。１１番、小見田和行議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  １点お尋ねいたします。５８ページと６２ページでございますが、生ご

みの家庭系事業系生ごみ分別堆肥化事業でございます。この中において、かなり減量効果が出てまいりまし

て、それを金額に換算しますと委託料ですが、生ごみに関する運搬委託料から生ごみ処理委託料等の金額と

それから、減量したがゆえのクリーンプラザに持ち込む可燃物の減額した金額はどれぐらいにお考えなのか

が１点と、これは堆肥化で指定管理している業者がございますけど、その中の事業報告等が多分上がってい

ると思いますけど、堆肥化した時の収支についての報告はどのようになっているか。その内容分かっていれ

ばお知らせ願いたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  もう少し時間かかりますか。暫時休憩します。 

 

休憩 午後１時４４分 

再開 午後１時４７分 

 

◎議長（山口 和幸君）  会議を再開します。町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  失礼いたしました。委託料の収支の関係でございますけれども、２６年度

と比較いたしまして町の事業者への委託料が２３０万ほど増えてはきておりますが、赤池ごみ処理施設への

負担金、広域行政組合の負担金につきまして、２２７万ほど失礼いたしました２,２７０万ほど減ってきて

おりますので、堆肥化による事業の効果というのがあらわれてきているのではないかというふうに思います。

それから堆肥化につきましての収支内訳ですけれども、申しわけございません。資料を手元にございません

ので、また最終日に取り寄せて御報告させていただきたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  費用対効果で委託料が約２２０万、２６年度に上がっていると言っても

１,０００万ぐらいの投資で約２,２７０万ほど減ってるということで、これは確かに効果があるものとして

分かりました。堆肥を売っておられる業者の話を聞きましたときに、なかなか人気があって、量が足りない

ぐらいな感じでおっしゃってるもんですから、非常に喜ばしいことと思うんですけど、指定管理をしていた

だいている以上は事業報告書を受け取って今後の委託料等の勘案も次の予算から考えていくことが発生する

と思いますので、そういうところはちゃんと把握しといていただいて、公表いただければと思います。以上

です。 

◎議長（山口 和幸君）  副町長。 

●副町長（小松 英一君）  ありがとうございます。１点目、クリーンプラザの負担金、これはごみの減量だ

けあるいはあさぎり町の占める割合がどれだけ減ったかということをつぶさに検討する必要があるというこ

とは、もう議員も御承知と思います。そこのところももう１回数字をはじいてみたいと思います。課長が２

千数百万の減額というふうに、負担金が減額は説明しましたけど、これについては、広域行政組合の運営費

と言いますか、ごみ処理経費の減額も当然ありましょうし、あさぎり町の占める割合によってその負担金が

増減するわけですから、そこのところもう１回数字をつかんでみたいと思います。それから指定管理をさせ

ていただいております、生ごみの堆肥化、これについては、農業振興のほうが指定管理の業務をお願いして

いるということでございますので、今日帰りましてから、そちらのほうに、報告書なり事業報告を把握させ
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まして、後ほど御報告をさせていただければと思います。以上でございます。 

◎議長（山口 和幸君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  クリーンプラザの負担金の問題で、純然に生ごみを減量化したがゆえに

という数字は、なかなかつかみにくいだろうと思うんですけど、大まかそういうところで、わかる範囲でよ

うございますんで、お知らせ願いたいと思います。終わります。 

◎議長（山口 和幸君）  続きまして、生活福祉課関係の質疑を行います。３番、加賀山瑞津子議員。 

○議員（３番 加賀山 瑞津子さん）  ３番、加賀山です。５３ページになります。しらがね寮関係の件です。

先ほど課長のほうから利用者の方の平均年齢が６７歳を超えて高齢化されている件、それから重度化されて

る件、それから在籍が１３年以上過ごされてるっていうのがあったんですが、職員の方の在職っていうのが

何年ぐらいいらっしゃるのかっていう点です。と言いますのが、もう救護というよりも養護であったりとか、

イメージが強くなってきておりますけれど、専門性が必要になってきてる場面があるのではないかとちょっ

と心配しております。職員の方の負担が大きくなってるのではないかなっていう思いでちょっとお尋ねいた

します。 

◎議長（山口 和幸君）  前田生活福祉課課長補佐。 

●生活福祉課施設長（前田 洋君）  救護施設しらがね寮施設長の前田です。現在定員５０名で５０名の方が

入所されておられます。高齢化あるいは障害の重度化が進みつつあります。以前は救護施設というのは終わ

りの住みかという考えでありましたので、寝たきりでもある程度見ていましたけど、今はほかの施設、重度

化した場合には、介護保険の除外施設ではありますけれども、介護保険のほうの認定審査にお願いしまして、

要介護度３あるいは４・５というふうに判定されましたならば、介護保険の施設への移設を進めているとこ

ろです。そういうお風呂とか、そういう特殊浴とかありませんので、職員の負担が大きくならないように、

なるだけそういう介護保険の認定を受けた上で、ほかの施設への移設、ただすぐには入所は厳しいものがあ

りますけれども、２カ月あるいは３カ月後にはほとんど移設ができておりますので、職員の負担については

そんなに変わってはないだろうと考えております。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  加賀山議員。 

○議員（３番 加賀山 瑞津子さん）  私も福祉関係の施設におりまして、もう一昔前は介護してあげるって

いう立場から、今は本当させていただくっていう形で利用者様とそれからスタッフの位置関係というのが非

常に変わってきております。ただ、これが携帯電話が変わるぐらい目まぐるしいスピードで変わってきてお

りますが、専門性をかいて職員さんが担当しなければならないという部分での戸惑いという部分がかなり多

いのではないか。それぞれ研修はされてはいると思うんですが、そこにしてあげてる感の発言とかが、出て

きはしないかっていう危惧をしておりますので、今後そういう研修も含めて、もう今九州にもそんな公立で

残っておりませんので、本当負担が大きい中で、あさぎり町はまだ救護施設を町が運営しているっていう部

分に関して、細かい配慮と専門性を望みたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  生活福祉課長。 

●生活福祉課長（小見田 文男君）  今現在、しらがね寮には２１名のスタッフがいます。その中で職員が１

３名それから非常勤さんが８名ということで、正規職員の中には２０年を超えている方が４名、それから非

常勤さんも１０年超えている方も２名ですかね、いらっしゃいます。またそういうことで色んな専門性につ

いては熟知されていると思います。またこの頃、研修等も多く行くようにしておりますので、その点は今後

も利用されている方々が本当に安心して暮らせるような施設運営をしていきたいと考えております。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにございませんか。４番、橋本誠議員。 

○議員（４番 橋本 誠君）  ４番橋本です。ページ４４の１９負担金補助金及び交付金の中の乗り合いタク
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シーの補助金の件と、ページ４９の１３委託料、ヘルシーランド指定管理委託料についての２点についてお

伺いします。まずは乗合いタクシーの件なんですが、今の実績と今後乗合いタクシーされて補助されてます

が、先日の説明で錦から交通網を錦から湯前までということで考えられた説明がありました。それで、今後、

前も徳永議員がデマンド交通っていう形も言われたと思いますが、そういうことを考えた上で、今時間帯と

かそういう問題点がありましたら、そのことについて今考えがありましたらちょっとお知らせ下さい。一遍

に言うたほうがよかですよね。それと委託料のヘルシーランドの指定委託料３,１１４万４,０００円、この

委託料がありますが、ヘルシーランドも建ってから２２年経ちます。そろそろリニューアルの時期になって

きておるかと思いますが、今後色んなところで工事がされましたが、今後色んなところで問題が起こって、

リニューアルが必要になってくると思いますが、その時には、できればそういう形の利用者の意見を聞いて

もらって、参考にしていただきたいと思うんですが、それともう一つ、こないだ今休止になってます食堂の

問題、食堂が２５日でなんかちょっと人数が不足して出来ないという問題がありますんで、そこのことを、

今後どういう形で今思われてるかをちょっとお聞きしたいと思います。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  那須参事。 

●生活福祉課参事（那須 貴仁君）  生活福祉課の那須でございます。橋本議員に質問いただきました乗合い

タクシーのまず実績のほうを話したいと思います。平成２７年度の運行実績としましては、２６年度より町

が負担しております、負担金の方アップしております。主な要因としますれば、予約路線の補助金のほうが

上回っております。平成２６年度は予約路線の利用者人数については、２,０７１名でしたけれども、２７

年度につきましては、２,２８５名ということで、予約路線の乗客数のほうが増えたということで、支出の

ほうが増えてきている状況でございます。定期路線のほうにつきましては、昨年は５,８８９名の利用があ

ってますが、２７年度につきましては、６,１６６名の実績となっております。定期路線につきましては、

乗客数が増えれば増えるほど、町が補助金として支出している額というのは減ってきますので、今年度支出

が増えてる状況としましては、予約路線の乗客数が増えたことが要因として挙げられます。それと今後の乗

合いタクシーの運行の方針についてですけども、先日のほうでも話があったかと思いますけども、公共交通

網形成計画、人吉球磨の、そちらのほうの交通形成計画に基づいて、町として町内を走ってるコミュニティ

ーバスの支線の見直しを行うというふうに今後、話し合いをしながら持っていきたいと思っております。た

だいま乗客御利用される方から１番要望が多いのが時間体の変更とあと路線の本数を増やしてくれという要

望が１番多いところでもありますので、そちらのほうを他町村とまた町としても、詳しく精査した上で、今

後の路線の方針を決めていきたいというふうに思っております。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  ヘルシーランドの食堂については、私のほうで話をしたいと思います。先日の私が

ちょっと説明をする機会がありましたけれども、ヘルシーランドは食堂担当の方がおやめになったこと。そ

の後何とか引き継ぎを募集をして、続けようとしたんですが、なかなかそういう方が見つかりませんでした。

現在もそういうことで、いずれにしても、一たん休止をしようということで、今月中止をする、その間は弁

当・惣菜を準備して、カバーしていきたいと思っています。今後ですけどいずれにしても、町の考え方とし

てはヘルシーランドについては、できるだけ早い段階でもすべきであると思っておりますので、そこら辺の

計画をする中で、食堂のあり方も見直しをして、今私が現実に考えてますのは食堂は欲しいなと。食べ物が

あるということは、非常に活性化につながると思いますので、できるだけ食堂はリニューアルにあわせて再

開できるように取り組んでいきたいと、今そういうふうに思っております。 

◎議長（山口 和幸君）  課長、リニューアルするときに、利用者の意見を、生活福祉課長。 

●生活福祉課長（小見田 文男君）  今後、３つの温泉施設の運営方針ということで、この前御説明しており
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ますけれども、リニューアルする段階で、運営方針を説明していく段階で、地元説明をするということで説

明しておりますけれども、特にヘルシーにおいては、利用者の意見を十分にお聞きして、これも予算の枠も

ございますので、今後リニューアルに向けては利用者の方々の御意見をお聞きしながら改修を進めていきた

いと考えます。 

◎議長（山口 和幸君）  橋本議員。 

○議員（４番 橋本 誠君）  両方の意見も利用者の方がまずあってのことですんで、利用者の意見を予算の

範囲内ですが、そういうのを考えていただきたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにございませんか。５番、久保尚人議員。 

○議員（５番 久保 尚人君）  ５番、久保です。５３ページのしらがね寮についてお聞きいたします。昨年

度２億３,２７６万円ということで運営していただきました。これの財源についてそれと、このしらがね寮

の収支についてお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  前田課長補佐。 

●生活福祉課施設長（前田 洋君）  財源につきましては、収入の１４ページあります民生費県負担金の生活

費負担金、事務費負担金１億１,６２４万２,５７０円。これが５３ページの施設総務費に充当をされます。

それから、款の１８の繰入金の１,１７８万１８８円のこの中に充当しております。今回は、空調機器エア

コンの改修工事ということで、管理委託料１６７万４,０００円と、工事請負費４,８３５万９,４３５円支

出しておりますので、２億２,９７０万７,６３９円、総務費につきましては、１億９,４４４万３,７０１円

支出しております。町の一般財源持ち出しは、平成２７年度につきましては、空調機の工事の分が膨れ上が

りましたので６,３６７万９,１３８円が一般財源となります。大まかですが、以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  久保議員。 

○議員（５番 久保 尚人君）  すいません、ちょっとついていけなかったんで、今空調機器でかかったのが

幾らでしたっけ。 

◎議長（山口 和幸君）  前田課長補佐。 

●生活福祉課施設長（前田 洋君）  ５４ページになります。１３委託料の一番上の工事監理委託料１６７万

４,０００円と、１５工事請負費の４,８３５万９,４３５円、これが空調に係る平成２７年度の支出になり

ます。 

◎議長（山口 和幸君）  久保議員。 

○議員（５番 久保 尚人君）  であれば、およそ空調で５,０００万というところですね、差し引きの１,３

００万ぐらいが恒常的に足りないっていうことですか。ちょっと御説明いただいたので３,０００万程度と

いうお話も出とったんですけれども、その３,０００万と１,３００万の差はどこで生まれてきてるんでしょ

うか。 

◎議長（山口 和幸君）  前田課長補佐。 

●生活福祉課施設長（前田 洋君）  毎年大体３,０００万ぐらいの一般財源になります。今回は空調機器の

工事等しましたので一般財源額が６,３６７万９,１３８円が一般財源の持ち出しで、例年ですと大体３,０

００万程度、平成２６年度の決算でいくならば３,８０４万ほどが平成２６年度の一般財源の持ち出しにな

っております。 

◎議長（山口 和幸君）  久保議員。 

○議員（５番 久保 尚人君）  恒常的に赤字が２,０００万３,０００万と出るような形で運営をしていかな

ければならないということなんですけれども、この状況はもうどうしても変わらないんですか。経営を改善

するとか色んな面を見直していただいても、この数字というのは変わらない状況が今後も続くんでしょうか。 
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◎議長（山口 和幸君）  前田課長補佐。 

●生活福祉課施設長（前田 洋君）  正職員が２１名、正職員が１３名、非常勤職員８名ということで、この

事務費はほとんど運用に係ります。その分が給料等に当たるわけですけれども、職員の年齢と言いますか、

それと主幹クラスが非常に多いということで、その点も少し人件費のほうが膨れ上がってるんじゃないかと

考えているところです。 

◎議長（山口 和幸君）  久保議員。 

○議員（５番 久保 尚人君）  すいません、そういうことで、職員の皆さんがある程度、高い位置にいらっ

しゃるということが、どうしてもお金がかかるということですので、ある程度年月経ないと、その固定的に

かかるお金が減らないという理解でよろしいでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  生活福祉課長。 

●生活福祉課長（小見田 文男君）  今課長補佐からも人件費のことで説明しましたけれども、先ほど私が答

弁させていただきました、しらがね寮というところが専門性がある、専門職、これはこういう職員を数名を

置いとかないと、なかなか重度化とか精神障害とかの方々も多くいらっしゃいますので、その観点からいけ

ば、このような状態はしばらくは続くんじゃないかとは思っております。施設の運営をしていくには、専門

的な職員が必要だということで御理解をお願いしたいと思っております。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにございませんか。１０番、皆越てる子議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  １０番、皆越です。５０ページですけども、生活応援事業費ですけど

も、先ほど課長から説明いただきました、商品券の発行が１万５,５８４枚、使用が１万５,２６２枚という

ようなことでございました。この不用額調書の８ページを見ていますと、商品券給付対象資格者の減算と未

使用の商品券があったためていうようなことでございます。商品券を計算しますと３２２万円ほどになりま

すけども、対象者の減算っていうことはどういう意味でしょうか、お尋ねします。 

◎議長（山口 和幸君）  那須参事。 

●生活福祉課参事（那須 貴仁君）  那須でございます。先ほど皆越議員からの御質問に対しまして答えした

いと思います。不用額調書に書いております減算という言葉が、適当かどうか分かりませんけども、当初こ

の生活応援商品券の支給対象となる要件については、平成２７年度の臨時福祉給付金の対象者に対しまして、

給付した商品券でございます。当初２７年度の臨時福祉給付金の対象者数見込みに対しましての支給をした

実績の数字として挙げさせてもらっておりますので、実際言葉遣いとしましては支給対象した対象者が、こ

れだけということで実績に対しての、ちょっと言葉の使い方が間違っているということで説明させていただ

きたいと思いますが、もともとは４,２００人ほどで見積もっておりまして、実質商品券に対しての給付し

ました対象者数というものは３,８００強ですので、その差額としての不用額として上げさせていただいた

ところです。ちょっと言葉遣いが減算という形で載せてしまったのは申しわけなく思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかに９番、永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  ９番です。１点お尋ねいたします。子供医療費助成制度が現物支給から償還

払いになりまして、丸２年結局経ってますよね。この２年間医療費は多分減ってきたと思います。この１年

間でも減っておると思いますけども、もう２年経ちましたから、そういったところのどういったところが理

由で医療費が減額できたのか、そういった分析は出ておりますか。 

◎議長（山口 和幸君）  生活福祉課長。 

●生活福祉課長（小見田 文男君）  前年度２６年度比からいけば、医療費が前年度が５,７００万程度なん

ですけれども、今度が５,８００万で若干上がっているんですけれども、２６年度から償還払いということ
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で、それと対象者を中三まで上げたということで、スタートして実績的には２５年度からすれば１,０００

万程度落ちております。今年もそうは前年度と余り変わらないぐらいじゃございますけれども、ある程度減

った原因とか、そういうのがちょっとまだそこまで分析をしておりませんけれども、基本的には子供の数が

少なくなってきているのも間違いじゃないということはあるんですけれども、正式にどういうことがあって

下がったかのかなっちゅうのは、まだそこまでは分析をしていないところが現状です。 

◎議長（山口 和幸君）  永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  私、厚生常任委員会の時、現在この受給方法が変わっておりますが、町民課

の方によく厚生常任委員会としては、調べておるっていうか調査をしておりました。そういった中で、とに

かく子供さんが重病にならないように、とにかくちょっとした病気でも面倒だから病院には行かないよとか、

そういった最悪の事態にはならないようにというようなことを、委員会の中でも言っておった経緯があると

思います。がっつりは覚えてませんけども。そういったことで現在私たちが、当時の議会としても、この事

業については、どうぞ償還払いにやって下さいと言っていた手前、今の児童それから生徒の保護者の方から

若干の不満は聞こえております。私たちにも責任はありますけども、そういったＰＴＡの方々にもこの事業

について、償還払いに変わったことについて、色々な場面でまだ説明がもう２年経ってますけども、まだ説

明が足らない部分があるんじゃないかなと、私はそういう色々な話の中で思っておる１人であります。だか

ら私はそういった、なぜ現物払いに戻さないんですかとか言われた時には、私たちはまだ３年間延ばして小

学６年生までだったのを、中学３年まで無料化しましたよと。だからそういったことも考えていただいて、

この事業については、まだまだこういったことで納得をして下さいというようなことを言っておりますけど

も、なかなか分かっておられない方がおられるのが現実のようでございます。そういったことで、機会があ

るって私言いましたのは、ＰＴＡの例えば総会ですとか、そういった中で御説明をちょっとできるようなと

ころに出向いて行かれてでも説明やっていただければと思っておりますけども、いかがですか。 

◎議長（山口 和幸君）  生活福祉課長。 

●生活福祉課長（小見田 文男君）  今、窓口で行っているのが医療対象者、始めてこられる方、今も色々詳

しく説明しております。ただ中学校とか小学校のＰＴＡ総会とか、そういうところで我々引き続いてからま

だ行っておりませんけれども、今後そういう機会があったら生活福祉課においては、子供子育て多くの事業

をやっておりますので、いい機会だと思って、そういう今町で行っている子育て支援についても、時間的に

はそうとるのはできないと思いますけれども、そういう機会があれば出て説明していきたいと思っておりま

す。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにありませんか。２番、難波文美議員。 

○議員（２番 難波 文美さん）  ２番、難波でございます。今の永井議員の質問とちょっと重複するんです

けれども、子供医療費の償還払いになってからの支払いの中の内訳というものが分かれば教えていただきた

いんですが。 

◎議長（山口 和幸君）  生活福祉課長。 

●生活福祉課長（小見田 文男君）  すみません、こちらから質問するのはいけないと思いますけれども、内

訳っていうのはどういうことですかね。入院とか、通院とか、そういうことですね手持ちに持ってきており

ませんので、最終日に報告したいと思います。よろしいでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  １１番、小見田和行議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  ２点ほどお伺いいたします。一つは指定管理をしております温泉関係の

件でございますが、収入料金制度を取ってまして、どれだけの入浴者がおられてどれだけ収入があったのか、

ちょっとここに出ませんので、指定管理をしている先のさっきも申しましたけど、事業報告書等見たときに、
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指定管理委託料と収入とした金額を合算した金額が、果たして指定管理を受けているところの業者さんとし

て利益が上がってないのか、その数値をちょっと教えていただきたいということが１点でございます。それ

から乗合いタクシーに関しましては、予約のほうが増えてるということで、なかなか利用していただいてる

とこですけど、路線ごとの利用者数の数とそれからそれの中における予約とまたそれ以外のところの数、金

額等を今日ではなくていいんですけど、一覧表に取りまとめて、みんなに配付お願いできればと思うんです

けど。それから乗合いタクシーの件と絡んでまいりますけど、総合戦略の中に免許証等の返納された方に関

するタクシー券の配布等がありますけれど、そこは認知症によるというふうに総合戦略のほうにはにうたっ

てあるんですけど、それとタクシー券の配布と、それからこれもあと総括で聞こうと思ったんですけど、そ

れと乗合いタクシーまた、今後の公共交通網の整備等の関わることで、どの辺あたりを今後展開されていく

おつもりなのか。タクシー券の配布は認知症の方に限ってのことなのか。以上２点でございます。 

◎議長（山口 和幸君）  早田課長補佐。 

●生活福祉課課長補佐（早田 愛一郎君）  早田です。ただいま小見田議員の質問に対してお答えいたします。

まず、温泉施設の各施設の入浴者数ということで、利用料金、ヘルシーランドにつきましては使用料という

ことで、社会福祉協議会のほうに１,７３６万６,９４８円をやっておりまして、ふれあい福祉センターにつ

きましては１,７８５万７,５５３円やっております。これは、ただいまのは、ふれあい福祉センター、支援

センターのほうも入っておりますので、温泉のみに関しましては同じ１,７８５万７,５５３円です。支援ハ

ウスにつきましては、まだ４２６万５,０００円ということであっております。一応それと、利用者数につ

きましてはヘルシーランドにつきましては、２７年度が８万５,９８４人、温華乃遥温泉につきましては８

万９８５７名、高山荘につきましては２,９３４名ですけれども、温華乃遥温泉が若干増えてることについ

ては、ヘルシーランドの改修工事等もありましたので、その辺で利用者が向こうのほうに流れていったとい

うことであると考えております。また、指定管理料としましては、使用料金とうちから出しております委託

料を合算いたしまして、ヘルシーランドにつきましては委託料が３,１１４万４,０００円と、それと先ほど

説明しました使用料の収入を加算しますと、４,８５３万７,３１５円ということであります。それと、ふれ

あい福祉センターにつきましては、温華乃遥温泉につきましては、委託料が４,４７７万９,０００円、それ

に使用料ということで１,７８５万７,５５３円と、高山荘につきましては、委託料が６１５万５,０００円、

使用料収入が５４万６,４１０円ということで、これから見ますところでも１人当たりの経費の方も高山荘

がかなり高いですので、状況的には高山荘はちょっと厳しいかなとは考えておるところです。あとふれあい

福祉センター、またヘルシーランドにつきましては、妥当な価格と言いますか、委託料を支払っているよう

に考えております。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  那須参事。 

●生活福祉課参事（那須 貴仁君）  乗合いタクシーの件につきましては、過去３年間ずっと乗客数のほうは

伸びてきております。小見田議員の御質問に対しまして各路線ごとの運行日数、乗客数あと規準額、営業収

入等の資料については、年度ごとにまとめておりますので、最終日に議員の皆様にお配りしたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  生活福祉課長。 

●生活福祉課長（小見田 文男君）  今後の乗合いタクシーそれから福祉タクシーでございます。これも先ほ

ど担当のほうからも説明しておりますけれども、人吉球磨の地域交通網の協議会の計画結成網、その計画が

上がってきました。それを受けて町のほうも６月に企画のほうから、条例改正して町の公共交通協議会を立

ち上げるということで２８年度から立ち上げて、今後特に上球磨錦から多分こちら錦あさぎりそれから上球

磨３カ町村で協議会を設立されたと聞いております。そういう会議の中の検討を参考にしながら、我々も乗
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合いタクシーそれから福祉タクシー特に今申し上げました福祉タクシーにおきましては、免許証返納者の

方々のいかにして足の確保をするか、それも含んで今後のあさぎり町の公共交通との充実に向っていかなき

ゃならないというのは分かっておりますので、そういう点で、総合的に乗合タクシー福祉タクシー等も充実

していきたいと思っております。まずはまた議員さん方からも多かった一般質問等でデマンド交通とか、そ

ういうのも質問されております。そういうデマンド交通の利便性とかメリット、そういうところも検討しな

がらあさぎり町にとって、どれが１番いいか今後の検討していかなければならないと。勿論買い物支援とか

病院の通院そういうのも非常にニーズが高うございますので、そういうのもカバーできるような、あさぎり

町の公共交通計画をつくっていきたいと考えております。 

◎議長（山口 和幸君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  指定管理されて温泉関係のさっき指定管理委託料と収入すべき使用料の

合算等を教えていただきましたけど、事業報告書の中に温泉部門だけ切り抜いて収支がどうなんだというの

を、こっちから委託料出している以上は監査する権限がございますので、そこあたりがどれぐらいなってる

のか、その金額で社協さんが受けていただいてますけど、これで果たして利益が上がっているのか、上がっ

ているならどれくらいか。これは議会等の決算には示していただきたいと思うんですけど、それは分かって

おりますですかね。 

◎議長（山口 和幸君）  生活福祉課長。 

●生活福祉課長（小見田 文男君）  多分２６年度もそういう資料をということでしたので、最終日に配布し

たいと思っております。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにございませんか。３番、加賀山瑞津子議員。 

○議員（３番 加賀山 瑞津子さん）  先ほど２番議員の関連なんですが、医療費の償還払について、ちょっ

とまたまとめたところで出していただけるということでしたので、その時に償還払の当日払い、それから翌

日払い、それから木曜日に時間外のほうもしていただいておりますので、その時間の対応の数っていうか、

対応者の数も一緒に出していただければと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  生活福祉課長。 

●生活福祉課長（小見田 文男君）  その辺、その内訳とそれから当日払い、翌日払い、それと木曜日のわか

る範囲で示したいと思ってます。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにございませんか。１４番、溝口峰男議員。 

○議員（１４番 溝口 峰男君）  乗合いバスに議論が多いわけでありますが、私も一般質問はして、その見

直しをするという話が答弁であっておりました。現実に非常に利用の少ない路線があります。しかしながら、

走らせておられますが、そのときに、予約制のほうに切りかえたほうがいいんじゃないですかという話もし

ました。それと同時に、実は今の路線をずっと見ますと、ヘルシーランドを経由する、全部ほとんどヘルシ

ーランドに来るようになってます。これは温泉の利用率を高めるためでしょうか、今の利用者の方は温泉を

利用する人、買い物と病院この三つはと思うんですね。そこで、今回公共交通の見直しがされるということ

ですから、私はこれがどうかなと思うんですが、私は公立病院をあそこに全て行けるようにされたらどうだ

ろうかって思うんですよ。今民間の病院も全部送り迎えするんですよね。だからこそ公立病院も非常に経営

苦しんで、今年２７年度２億円以上の赤字が出てるんですけれども、これがずっと続くんであると、これは

町の負担は必ず出てくるわけです。そのためには解消するためには、この路線をバスを公立病院までこれは

あさぎりばかりでなくして上球磨全部でですよ。そういうところまで検討できないんでしょうかね。これは

今からの問題でしょうけれども。 

◎議長（山口 和幸君）  町長。 
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●町長（愛甲 一典君）  誰でも同じこと考えますよね。実は今の公共バスが走ってる路線は、一緒に走らせ

てはいけないというルールがありまして、いけないんです、今は。ですから、今後はそこも含めて検討する

ことになると思います。今は公共バスが走ってるとこに、同じように走ることは基本的にできてないってい

うような条件なってますから、今後はそういったところを含めて見直すことになると思います。 

◎議長（山口 和幸君）  いいですか、ほかに。１５番、徳永正道議員。 

○議員（１５番 徳永 正道君）  児童福祉費の中で子育て支援強化事業というのがありますけれども、この

中ではいわゆる乳幼児を抱える若いお母さん方を対象にした育児相談とか何とかをも入ってるわけですかね。 

◎議長（山口 和幸君）  犬童参事。 

●生活福祉課参事（犬童 敦是君）  生活福祉課犬童です。この事業は社会福祉協議会が行うファミリーサポ

ートセンター事業、それから、これは一時預かり事業、が対象となっております。ファミリーサポートセン

ター事業が、子供さんの預かりとかというのをやっております。それから子育てサロンというのを毎月第１

第３火曜日に行っておりまして、これは小物作成とか茶話会とか、交流的なものですので育児相談っていう

か、そういう悩み相談はその保護者同士でできるかなと思っております。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  徳永議員。 

○議員（１５番 徳永 正道君）  ここはほんなら生活や健康推進課のほうで取り組んでいらっしゃる所です

かね。すいません。そちらのほうでまた質問させていただきます。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにございませんか。ここで１０分間休憩いたします。 

 

休憩 午後２時３６分 

再開 午後２時４５分 

 

◎議長（山口 和幸君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。生活福祉課にはございませんね。１２番、

奥田公人議員。 

○議員（１２番 奥田 公人君）  ５２ページの保育所費、節１１需用費の中の修繕料の説明がなかったよう

に思いますけども、どこの修繕料が上がっているんでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  犬童参事。 

●生活福祉課参事（犬童 敦是君）  犬童です。保育所の修繕料ということですかね。岡原保育所で雨漏りが

しておりますので、その修繕と、それから同じく岡原保育所の遊具の修理、それから玄関ドアの修理、岡原

保育所ですね、それから岡原保育所の整理用の改修、それから上第２保育所ですけども、焼却炉の外の解体

撤去、それから岡原保育所の焼却炉の解体撤去、それから須恵保育所の園庭フェンスの修繕、それから上第

２保育所の園庭の倉庫の壁がありますけどその修繕、それから上第２保育所の雨漏りの屋根の修繕、それか

ら公用車の修繕料となっております。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにございませんか。ないようでしたら、高齢福祉課関係の質疑を行います。３

番、加賀山瑞津子議員。 

○議員（３番 加賀山 瑞津子さん）  ４５ページに節１２の緊急通報装置についてお伺いいたします。先ほ

ど新規で六つ更新が１２となっておりますが、全部で幾つ今あるのかっていうのと、それから利用状況につ

いて教えて下さい。 

◎議長（山口 和幸君）  橋本高齢福祉課主幹。 

●高齢福祉課主幹（橋本 英樹君）  緊急通報装置ですが、今現在利用されていらっしゃるのが７８人です。

緊急通報装置の実績ですけれども、緊急出動が２３件、これ４町村です、多良木・湯前・水上・あさぎり。
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うちあさぎりが８件、それに続きまして誤報が９９件、うちあさぎりが２０件、テスト通報が１０２件、あ

さぎり町が７８件、電池切れ等が７５件うちあさぎり１２件です。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  加賀山議員。 

○議員（３番 加賀山 瑞津子さん）  今も昨年の実績ということでお伺いしておりますが、今年も台風とか

色々ありました折に心配して駆けつけましたら、いざとなればこれがあるけんということで非常にひとり暮

らしの方が本当に命綱ということでおっしゃっておりましたので、またその点検とかいう部分もありますの

で、またお勧めしていただければと思います。後ちょっと間違って押したっておっしゃる方もあると思いま

すけど、あることを認識していただいてるというふうに、いいほうに受けとめていただければ、またいいか

なと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにございませんか。１０番、皆越てる子議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  １０番、皆越です。１０ページですけども、白寿荘の使用料が１６万

３,０００円出ております。これは高齢者コミュニティセンターというようなことでございますので、５,７

２７名の使用者があったというようなことでございますけども、高齢者で使用料を払わない人はどのくらい

おられるのかなということを思いましたのでお尋ねいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  橋本主幹。 

●高齢福祉課主幹（橋本 英樹君）  白寿荘の利用実績ですが、高齢者無料の方々、２７年度の実績で３,０

７９名の方が無料で御利用いただいております。 

◎議長（山口 和幸君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  高齢者コミュニティセンターというようなことで、年寄りの方が碁と

か色々楽しまれております。本当にコミュニティセンターでありがたいなというようなことで、冷暖房あり

ますので、憩いの場として使用しておられるということに、ありがたく思います。お世話になりました。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにございませんか。ありませんか。１番、市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  命のバトン確か継続でされているかと思いますけれども、その状況について

お伺いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  橋本主幹。 

●高齢福祉課主幹（橋本 英樹君）  命のバトンなんですが、今現在利用していらっしゃる件数が１,４７６

件です。平成２７年といたしましては、そのうち１,１００件のほうを訪問させていただいております。そ

の中でバトンの設置をいただいてるところが９８５件に命のバトンを設置させていただいております。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  今９８５件ということで、残りの件数また次に私も準備したいというような

方々の啓発と言いますか、そういう方はどういう状況でしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  橋本主幹。 

●高齢福祉課主幹（橋本 英樹君）  対象になっていらっしゃいますのが６５歳以上の独居世帯及び７５歳以

上の高齢者のみの世帯をということになっておりますので、継続的にこちらのほうは訪問させていただいて

おります。訪問時に命のバトンの設置の推奨ということでお願いをしているというところです。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにございませんか。ありませんか。皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  主要な施策の成果説明書の１０ページですけども、地域型サロン事業

において、ここに文言が書かれております。４５行政区において実施されたというようなことでございます。

不用額調書を見てみますと、また１３ページに地域型サロンで町内で４５行政区と計画は５２計画したけど

も、４５行政区で下回ったというようなことで不用額調書は書かれております。２６年度の決算を見ても、
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５２区の活動を実施したというようなことで、２６年度は決算のこの不用額調書が出ておりますけども、な

かなか地域型サロンも予定はしておられるものも下回っているというような現状かと思いますけども、サポ

ーター養成講座っていうのも年々されておりますので、この下回っている理由というのはどんなことが考え

られますでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  恒松高齢福祉課主幹。 

●高齢福祉課主幹（恒松 みゆきさん）  サロンの実施状況ですけれども、昨年度の実施状況をまず御紹介い

たします。実施回数としましては、全地区で３７８回参加された方が５,５５２名です。これは参加数とし

ては、以前よりもだんだん増えてはおります。ただしサロン開催されたという地区が４５地区というところ

で、申請をしないで開催されているところもあるというふうに聞いております。それが２地区こちらで把握

しておりますのは２地区ございます。それから開催できていないところが５地区あるというふうに聞いてお

ります。例年サロンの説明会を実施前の説明会のときに、実施していただくようにお願いいたしますし、担

当者と社協の職員のほうから地区の老人クラブの会長さんや区長さんのほうに回って実施いただくようにお

願いするんですけれども、できていないところもございます。一つには、公民館の使い勝手の悪いところが

あるっていうのも一つの原因ではないかなとは思っております。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  申請がない地区が二つかあったというようなことでございますけども、

１回に限り２,０００円交付されますので、どうかこの仕方もありますというようなことで、啓発にしてい

ただければと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  高齢福祉課長。 

●高齢福祉課長（上村 哲夫君）  この地域型のサロンというのが本当に地域に根差したといいましょうか、

参加される人数的なものからしても、活動帯という考え方からしても非常に効果の高い介護予防に効果の高

い事業というふうに位置づけをいたしております。またサポーターも本年度先日、養成講座もありましたけ

ど、今までの受講者をあわせますと３００名を超える受講者の方がいらっしゃいます。単純に３００名とい

うことですけれども、来月の初めに養成講座を受講された方々の集会といいましょうか、交流会みたいな形

で研修会みたいなものを計画いたしておりますし、引き続きせっかく受講された方々には、地域におけるこ

のサロン事業等についても、リーダーシップを発揮していただくように助成をしていく必要があるというふ

うに考えてもおります。いずれにしましても、それぞれの地域で自主的に行われていくということが１番重

要なことというふうに考えておりますので、側面的な支援もあわせまして、高齢福祉課としても強力に推進

していくという考えでおります。引き続きまたよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  またがりますけども、健康ポイント制度も利用して普及していただき

たいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにございませんか。ないようでしたら続きまして、健康推進課。１３番、久保

田久男議員。 

○議員（１３番 久保田 久男君）  １３番です。１点だけ伺いたいと思います。主要な施策の成果説明書の

１４ページ、最下段の心の健康づくり事業ですが、ここの施策の成果の中に、中ほどからゲートキーパー健

康講座を実施したことによって、広く地域を見守る体制づくりに取り組んだと。また、熊大との共同での

「うつスクリーニング」、これを実施したことで、早期発見そして早期対応につなげることができたとあり

ますが、これを少し具体的に、ちょっと説明をお願いしたいと思うんですが。 

◎議長（山口 和幸君）  健康推進課長。 
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●健康推進課長（岡部 和平君） 心の健康づくりの事業についてですけれども、一つはゲートキーパー講座

ということで以前もお話したかと思いますが、身近なところでその方の異変じゃないですけど、心の状態の

変化に気づいていただいて、それを相談とか治療とかにつなげる役割を持っていただくということで、今ま

で実施しましたのが理美容関係の方たち、それから区長さん、それから介護予防サポーターもだったですか

ね、そういった方たちに接することの多い方たちに対してうつへの理解とか、そういった講座を開いている

ところでございます。それから熊本大学と共同で実施しております、うつスクリーニングですが、熊本県の

実施率と言いますか、自殺率が全国平均からしても高いということがありますし、あさぎり町がこの調査を

始めた当初、高齢者の自死率が他町村に比べて高かったということで、熊本大学と協力しまして、高齢者に

アンケートを取りまして、その状況、なぜそういった状況なのか、どういったことが心の負担になっている

のかっていうのを知るためのアンケートを実施させていただいております。今２８年度で６５歳以上の高齢

者については２６から２回目です。２６年度からは４０歳以上の方も自殺を防ぐっていうことから、アンケ

ートを一緒にとらせていただこうということで、年度ごとに地区を分けて実施しているところです。６５歳

以上の方が二順目、４０歳から６０歳の方は初めてです。上地区と免田地区が済みまして、本年度が岡原・

須恵・深田地区を一緒にさせていただいているというような状況でございます。これについては、当初無記

名で始まった年は調査をしたようでございますけれども、そのアンケート結果ですぐにでも支援ていうか、

それが必要な方がいらっしゃったんですが、どなたか助けることができなくて、しまったということから、

記名をしていただくていう方法にかえさせていただきました。それによって回答率、回収率が下がるってい

う懸念もあるんですが、回答していただければ、その方が危ない方っていうか悩んでおられる方に手助けを

する機会を早目に担当なりも把握することができるということがございますので、色々質問も難しいような

質問ございますので、出したくないとおっしゃる方もいらっしゃいますが、そういうそれはもうそれでしよ

うがないと思っている、できるだけ出していただきたいんですけど、出されない方についてもしようがない

っていうしかありませんけれども、出していただいた方の、その後については医師の面談をしますし、それ

でも出てこられなかった方については、電話でこういったことでお聞きしたいんですがということで調査を

させていただいております。熊大の統計的な資料という面もあるかと思いますけれども、あさぎり町にとっ

ては町の自死率っていうか、それを下げる必要な人に手が届く機会を確保するっていう意味では大切な事業

だと思って取り組まさせていただいております。 

◎議長（山口 和幸君）  久保田議員。 

○議員（１３番 久保田 久男君）  大変この事業は個人情報にもなりますし、大変デリケートな事業だと思

っております。アンケートのほうは今日私は出しました。よく分からないアンケートですが、どう答えてい

いのか分からないようなアンケートを記入して出しましたが、私が今日ここで質問しましたのは、実はつい

先月ですか、私の地区で若い人がご不幸がありました。なんですぐ防止できなかったのかなという思いもあ

りますし、そこら辺がどう町としてどう対応されて把握されていたのかもわかりませんし、こういうこのこ

とは、なかなか身近で我々も見守りたいと思うけど、そういう情報を与えていただけない、またそういうと

ころに介入できない。個人のことですから、よその家庭のことについて。なかなかここら辺が難しいと思う

んですが、今町として、こういう事業に取り組みながら、現状の把握というのはどれだけできてるんでしょ

うか。例えば年代別に何人の方がおられるとか。 

◎議長（山口 和幸君）  健康推進課長。 

●健康推進課長（岡部 和平君） １回調べたことはあるということなんですけれども、資料は持ってきてお

りませんのでちょっと分かりませんが、保健師が各地区担当でそれぞれ地区を地区別に担当しておりますの

で、民生委員さん１番は民生委員さんが鍵になるかと思いますけれども、と一緒になってどうかなっていっ
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たようなところの件数は何件か分かりませんけど、そういったものについてはある程度把握できているとい

うふうに思ってます。 

◎議長（山口 和幸君）  久保田議員。 

○議員（１３番 久保田 久男君）  そこら辺ですたいね、民生委員さんという話がありました。民生委員さ

んは合併前にしますと、その民生委員の方も少なくなって、全体を把握するというのは大変になるかなとい

う思いもありまして、できれば我々も含めて、公職にある人間にはそこら辺の情報も少し与えていただくと

か、何かもっと幅広くやらないと、もう後の祭りと言いますか、私はそこら辺がもっと、とにかく尊い命が

絶たれるわけですから、何か私はこの事業に対する、そのなんかもうジレンマと言うか、もっと何か方法が

ないのかなという思いが感じております。先般の今日提出しましたアンケートにしても、本当にあれがよく

分からないアンケートでした。それは私ばかりじゃないかと思うんですけど、そうしてアンケートが出てこ

ないと把握できないっていう形になりますよね。回答がなければ。そして、放任という形になりますよね。

そして後の祭りという形になります。何かよか方法がないものかという思いがしますが、再度。 

◎議長（山口 和幸君）  健康推進課長。 

●健康推進課長（岡部 和平君）  ゲートキーパー講座、毎年開いておりますけれども、そういった形で関わ

っていただく方の数を増やすっていうのが、１番じゃないですけど、できるところかなというふうに思いま

す。このアンケートも悩みがあって書いていただける方と、あるからこそ書かない出さないっていうことも

考えられますので、これは情報を取るための１番の手段にしているわけではなくて、普段の保健師の地区の

活動を民生委員さんなり区長さんなり、それからゲートキーパー講座に来ていただいた方との情報のやりと

り、そういったところが１番のこの自殺対策の事業では重要なところだと思います。保健師がどこまででき

るかということもありますけど、地区担当というのを持って、懸命にやってますので、そういったところで

町とすればゲートキーパー講座の参加者の層を限られた方じゃなくて、そういう方と、接する機会のある方

をもう少し増やすっていうことを考えなくてはいけないかなというふうに今思ったところです。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかに。４番、橋本誠議員。 

○議員（４番 橋本 誠君）  ４番、橋本です。２点のことについてお伺いしたいと思います。一つは私は、

歳入のほうからいきますが、ページ１５の熊本県虫歯予防対策を費補助金３２万１,０００円でありますが、

これは平成２４年からこの事業は行われておると思うんですが、厚生常任委員会には説明があってると思っ

ておりますが、私たちはちょっとわからないとこがありますんで、現在の状況と検証が問題点がありました

ら教えていただきたい件と、それとページ５９の目６予防接種事業で風しんとかそういう予防費の補助金は

５万９,４００円とか定期接種予防接種助成金が３万９,４６０円とありますが、今般問題になっております、

はしかとかそういう問題が今現在ありますよね。そういう場合の補助金とか、そういう助成金という形をも

っていかれるのかどうかをちょっとお聞きします。以上２点です。 

◎議長（山口 和幸君）  上村健康推進課課長補佐。 

●健康推進課長補佐（上村 素子さん）  まず、虫歯予防事業の現状と課題ということでございます。まず課

題といたしまして、現状から申し上げます。現状ということで、平成２４年度から最初は保育園、それから

２５年から小学校２６年から中学校というふうに段階的にフッ化物洗口を開始しております。現在ですけれ

ども、この洗口事業は、園や小・中学校等の生活の中に定着しておりまして、年々それを実施率は増えてお

ります。現段階で２８年度の１番新しいもので園児が９９％、小学生が９８.３％、中学校はずっと低かっ

たんですけれども、やっと９０％超えまして９２.６％実施しております。これだけ実施しているところで

ございますけれども、課題といたしまして、まだまだフッ化物洗口事業の効果が出にくいところでございま

す。まず、フッ化物洗口を実施しますにあたって、フッ化物洗口は虫歯予防には効果があるけれども、あと
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もう一つ大きな病気として歯周病対策をしていかなければならないんですけれど、二本立てで歯を失うこと

を少なくするためには、ブラッシング指導で徹底すべきていうことを当初から考えております。歯科教室を

保育園児からずっと開始しているところでございますけれども、その歯科教室をして感じることでございま

す。まだまだ歯磨きが不十分で、染め出し液を使ってしてるんですけれども、まだまだ不十分でかつ歯肉炎

が結構多いんですね。ブラッシングをきちっとしておりますと歯垢、プラーク、これを除去いたしますので、

その中の歯周病菌も一緒にとりますから、炎症等起きにくいんですけれども、まだまだ不完全状態です。そ

れとちょっと危惧しておりますのが、フッ化物洗口に頼って保護者が歯磨き仕上げ磨きを怠るのではないか

という懸念が一つあるわけですね。これで虫歯は予防さるったい、保育園とか小・中学校に任せとけばって、

まさか思われないと思いますけれども、油断が生じやすいということで、実際にある保育園の歯科の先生が

保育園でも年に２回歯科検診をしております。そこでフッ化物洗口が始まった当初は、みんな張り切って歯

磨きを始めたので、きれいになった、きれいになったということを、歯科の先生方から口々に聞いておりま

した。ですけれども、最近になってある保育所から、これはフッ化物洗口による油断ですねっていうことで、

ちょっと歯磨きがおろそかになってきたようだっていうことを、言われた先生がおられます。怠りなく仕上

げ磨きの重要性、保護者も油断なくこの歯肉炎歯周病の予防も含めて、ブラッシングの重要性を認識してい

ただきたいと考えております。それからブラッシングの基本である歯ブラシの交換が、これは各家庭でもそ

れから保育園、小・中学校でも十分できておりません。歯ブラシが開いておりますと、４割しか磨けないと

いうことでございます。６割も効果が落ちるということですので、少なくとも１カ月に１回ぐらいは歯ブラ

シを交換して、毛先をピンとして、歯周病予防まで含んで歯茎のほうの手入れまでお願いしたいと思ってお

ります。それからあと、園でも最近問題になっておりますけれども、小・中学校でも大きな課題ですけれど、

歯科検診をした後に、なかなか受診をしないということでございます。せっかく虫歯とか歯肉炎とか見つか

っておりましても、受診しなければなおざりになりまして、翌年また虫歯も増え歯肉炎もひどくなっている

ということがうかがえます。それで、園と小・中学校協力し合って、歯科教室の中ででもですけれども、健

診後はとにかく受診をして、かかりつけ医を持って、そして３カ月に１回ぐらいは歯科検診とそれから歯科

の管理を徹底していくように、特に中学校卒業までは力を入れてその基本的な教育をしっかりして送り出し

たいと思っています。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  風疹の話は、はしかか。上村課長補佐。 

●健康推進課長補佐（上村 素子さん）  予防接種補助金についてということで、はしかなどの助成金はどう

なっていますかっていうことだったんですけれども、はしかは今単独でなくて、風疹と一緒にＭＲという形

で実施しております。満１歳を超えた子供さんと、それから学校に入学する前に今２回は必ず接種して、学

校に入学していただいております。ずっと以前は１回だったんですけれども、何か中・高生、高校生から大

学生にはしかが大流行いたしまして、それで免疫が低下していたということが分かって、今は２回は必ずす

るようになっております。ほとんど予防接種は個人負担なくこちらで全部その時期になりましたよっていう

通知も出しまして、そして１冊の本に予防接種手帳ということをつくりまして、問診票も全部添付いたしま

して各健診等ありますけれども、赤ちゃん訪問のとき１冊、保健師が一人一人の家庭訪問いたしますけれど

も、そのときに配りまして、使い方と予防接種の受け方と説明してお渡ししております。また随時、質問等

にも応じているところでございます。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  健康推進課長。 

●健康推進課長（岡部 和平君）  議員がおっしゃいました６０ページの風疹予防接種助成金、それから定期

予防接種助成金については、風疹予防接種助成金は、成人の結婚して子供が欲しいとおっしゃる方たちに対

する助成金です。予防接種の法律の関係で、その年代が接種がなかった方たちが、県の抗体検査ていうです
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かね、それを受けて低かった場合には助成できるっていう制度がございますので、そういったものの助成金

でございます。それから、定期予防接種助成金については、県内は広域の医療機関、広域連携ということで、

どこで打ってもいいんですけど、県外が打たれた時に、そういった協定がないもんですから一度お支払いし

ていただいて、その分をまた町がお返しするっていう形をとらせていただいてます。その分の助成金という

ことです。 

◎議長（山口 和幸君）  橋本議員。 

○議員（４番 橋本 誠君）  そしたら今、子供の人は今新しくしてますから、今問題なってるのが、今１８

歳か２０歳位かな、１回しかしてない人がはしかが流行するでしょう。確か、注射を１本しかしてないとか、

そういう人たちが流行そういう人たちには、町としてはそういうのは考えてなかとかと、虫歯予防に対して

は、ブラッシングを十二分にしていただいて、保健師さん達も指導してもらってるんでしょうし、今後も周

知徹底するように広報紙とか、そういうのを使って徹底していただきたいと思っております。 

◎議長（山口 和幸君）  上村課長補佐。 

●健康推進課長補佐（上村 素子さん）  はしかの２０代の方のはしか、されてる方ですかね。日本ではって

言いますか、私の息子は今２８歳なんですけど、ちょうど、はしかにかかる時期だから、大学等に入るとき

には自費で接種を受けてから入ってくれっていう通達がありまして、そしたらその翌年から２７歳２６歳２

０何歳、全部補助金が参りまして、公費で受けることができました。ずーっと拾らっていってあるので、２

０代全般からそれから２８歳９歳の人まで、自己負担も含めてですけれども、ほとんどの人が成人になって

１８歳とか、１０代後半等で受けております。それより、それまでは受けておりますので、それから上の方

については、また心配な方は、今のところは自費で受けていただくということになるかと思います。以上で

す。 

◎議長（山口 和幸君）  橋本議員。 

○議員（４番 橋本 誠君）  そしたら２８歳以下の人は問題なかということですか。結局今問題である年齢

的にちょっと私も定かでないですが、そこはちゃんと調べてもらって、教えてもらえればと思います、以上

です。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにありませんか。１５番、徳永正道議員。 

○議員（１５番 徳永 正道君）  母子保健事業費の中で、委託料として３８万９,５３２円、これは乳幼児

発達相談等業務委託として組んであるんですけれども、説明によりますと人吉市のほうから講師の先生を相

談員と言いますか、お呼びしていただいて、その方によって相談を受けるというような内容でしょうかね。 

◎議長（山口 和幸君）  健康推進課長。 

●健康推進課長（岡部 和平君）  発達相談の相談をする先生って言いますかね、臨床心理士になりますけれ

ども、資格を持つ人が少ないということで、人材の確保が今難しい状況がございます。人吉市は１人確保を

することができたので、それを人吉球磨圏域で、その方に来ていただいて、その方の対応できる数ではある

んですけれども、人吉市だけでするんではなくて、球磨圏域でその方を活用と言えばあれなんですけど、事

業を進めるという形でございます。 

◎議長（山口 和幸君）  徳永議員。 

○議員（１５番 徳永 正道君）  人吉市の職員さんということですか。 

◎議長（山口 和幸君）  健康推進課長。 

●健康推進課長（岡部 和平君）  人吉市の非常勤職かなんかにかなっていると思います。 

◎議長（山口 和幸君）  徳永議員。 

○議員（１５番 徳永 正道君）  なぜこういう質問したかと言いますと、非常に実は乳児を抱えられた若い
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お母さんが私のほうにちょっと相談に来られて、ここに相談を受けられた感想を書いて持って来ていただい

てるんですよ。ちょっと読ませていただきますね、これ原文のままですから。生活福祉課の方は余り気にな

さらないで、この方が多分に勘違いをされて、こう書いていらっしゃると思うんですよ。原文のままですか

らね。福祉課の人たちの対応の悪さ、若いからと言ってタメ語で話したり、上から目線ですごく傷つくこと

でも平気で言われる。検診の時だけ見て、すぐに養護学校を考えたほうがいいですよと言われ、ものすごく

傷ついたし不安になった。今後、相談したいとも思わないし、ほかの色々な人もこうおっしゃってるという

ような文言で、私に渡されました。せっかくこう予算を組んで、そして育児の相談をしているわけですから、

不安を解消する、これから育てていく上において、どうしていったらいいのかというような、そういう指導

を求めているわけですから、しっかりとした、そこは気持ちで相談に乗ってあげるとか指導してあげるとか、

大切ではないでしょうか。そこには立ち会っていらっしゃるんですかね。 

◎議長（山口 和幸君）  健康推進課長。 

●健康推進課長（岡部 和平君）  今の内容については、聞きましてその当事者と私と不安になられた方のと

ころに行って、色々お話をさせていただきました。担当のほうは、もう顔も見たくないっていうような言わ

れ方をして、会えなかったんですけど、ただ、その担当からすれば、一生懸命親身に関わっていて、おっし

ゃられたようなことを言ったつもりはないということなんですけど、一番心配して子供さんのことを心配し

て発した言葉が、その方にとってはそういうふうに聞こえてしまったのかなというふうに思ったところです。

言葉というのが思っている人の気持ちが伝わるかというと、そうでもないところもございますので、それに

ついては担当にちょっと注意をしたところでございます。ただこの事例については、運営協議会、球磨圏域

の乳幼児発達相談事業の人吉市の臨床心理士さんっていうことではなくて、あさぎり町の職員でございまし

たので、この事業に関連してではありますが、そういったところでございます。 

○議員（１５番 徳永 正道君）  人吉の方じゃないんですか、この職員の方ですか。 

◎議長（山口 和幸君）  健康推進課長。 

●健康推進課長（岡部 和平君）  はい、今のおっしゃったこと、おっしゃられたことから察すると、うちの

職員とで対応した事例だと思いますので、ここで人吉市の雇用になっている臨床心理士さんではないと思い

ます。 

◎議長（山口 和幸君）  今３回になりましたんで、皆さん方終わってからまた、お聞きになりますか、それ

かもう少し調査されて、最終日の総括でもされませんか。 

○議員（１５番 徳永 正道君）  総括ではしませんけど、認めていらっしゃいますから、もう。 

◎議長（山口 和幸君）  健康推進課長、今後のことをきちっと答えて下さい。 

●健康推進課長（岡部 和平君）  そういったことがございましたので、本人はもちろんですけれども、うち

の課の職員に対しても、私を含めましてどうとられるかっていうところも含めて対応するように、特に不安

を抱えていらっしゃる保護者の方が来られるところでの対応というところもございますので、十分注意して

取り組みたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにございませんか。１番、市岡貴純議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  ６０ページ、先ほどのことで健康ポイント報償ということで、内容を少しお

聞かせていただければと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  健康推進課長。 

●健康推進課長（岡部 和平君）  健康ポイント事業ですけれども、この健康づくりのために取り組んでいた

だいたことに対して、ポイントを差し上げて、それが１０ポイントたまったところで、５００円の商品券と

交換させていただくという事業ですが、健診の受診率を上げるっていうことと、それと町が色々開きます健
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康づくりの事業に参加していただくっていうこと。それから２８年度から地域のサロン事業に出ていただい

た部分も、それまでは保健師が出前講座をしたときだけを対象にしてたんですが、今年度からはサロンの責

任者の方に、出席状況を記録していただくということで、サロン事業の全てを一応対象にして、健康づくり

に取り組む方には、５００円でありますけれども、１０ポイントたまれば５００円なんで、励みにしていた

だきたいというような事業でございます。健診の種類によってポイントを自己負担の健診を受ける時の自己

負担の金額の差異もございますので、種類でポイント一つだったり二つだったりっていうことをさせていた

だいて、検診受診率を高めたいというふうに考えている事業でございます。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  そうしますと、先ほどのご説明中に、不用額１８万ほどなんですけれど、健

康ポイントの交換が少なかったためというような御説明もありましたが、約５００円で計算しますと、残り

３００回分ですかね、３００人の参加分ということ、これに全部充てますと、対象者を予想されて予算を組

まれるということであれば、健康増進に予算額いっぱいいっぱいでも使っていただいて、やっていただいた

ほうがよろしいかと思いまして、御質問しました。いかがでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  健康推進課長。 

●健康推進課長（岡部 和平君）  この健康ポイントの報償費、商品券の購入代金になるんですけれども、そ

れについては、２７年度補正をさせていただいて、前半の交換の状況から、これはちょっと足りないかもし

れないということで補正をさせていただいたんですが、後半の秋のウオーキング大会とかが参加者が予想以

上に少なくて、大体そういうのに出て来られた時に、ちょうど１０ポイントだから交換商品券下さいってい

うのが多いんですけど、それが参加者が紅葉が余りきれいじゃなかったというのもあって、少なかったって

いうのは、１番の原因かなと思って補正させていただいた分の半分ですかね、うちの１０万円が不用額とな

ってしまったということでございます。予算を承認していただいて、そのための健康づくりの取り組みとい

うのは精いっぱい取り組んでいきたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  内容もわかりました。それであれば健康づくりに幸福の町ですので、予算を

しっかり使っていただいて、こういう場面は行っていただきたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにございませんか。３番、加賀山議員。 

○議員（３番 加賀山 瑞津子さん）  ３番加賀山です。先ほどの１３番議員に関連しまして、心の健康につ

いてお伺いいたします。先、課長の説明の中で４０から６４歳の方のアンケートの回収率が３５％、６５歳

以上の方のアンケートの回収が５９.４％という報告がございました。施策の成果の中で１４ページになり

ますが、ハイリスク者の早期発見早期対応につながったとありましたが、具体的に保健師さんのほうで発見

されたんだと思いますけど、具体的にどういう場面での対応ができたのでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  健康推進課長。 

●健康推進課長（岡部 和平君）  このアンケートの町としての成果という意味だろうと思うんですけれども、

アンケートをしましてそのあと、精神科医による面接をさせていただいております。何時にどこどこに来て

いただきたいということで、その地区の公民館等を利用して、やっております。それから、それで来られな

かった方は最初に言いましたけれども、電話等でそのアンケートの状況はこうなのでっていう形で、お話を

お伺いしているところです。その中で、幾つか何件かというのはちょっと分かりませんけれども、医療機関

につなぐことができた方とは、いくつかあったようでございます。何件でどういった方かっていうのはちょ

っと聞いておりませんけれども、そういったところが、このアンケートのスクリーニングの成果ということ

になろうかと思います。 
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◎議長（山口 和幸君）  上村課長補佐。 

●健康推進課長補佐（上村 素子さん）  １番最初に平成１９年度から始めて平成２０年度とずっと経過があ

るんですけれども、今までこのうつアンケートによりまして、多くの方が医師の面談を受けておられます。

その中に家族に付き添われて自分の力で歩くこともできない状況で来られた方の中で、面談をされて、そし

て結局はすぐに主治医殿っていうことを書かれて、現段階でかかっておられる先生に手紙を書いていただき

まして、その後、私たちも訪問したんですけれど、主治医をぱっと代えることができない方も中にいらっし

ゃるんです。連係プレーいたしまして、その後どうなったかっていう、主治医殿をもらった方がどうなった

かっていうことで、家庭訪問も保健師のほうでさせていただいております。そのまんまになってる方もいら

っしゃいまして、また家族とお話し合いをしまして、そして改めて医療機関を家族みんなで話し合って選定

されて、違うところに行かれたんですけれど、驚くほど改善されまして、一般の住民健診に来られた方もい

らっしゃいます。初年度ほど最初の方ほど、たくさんの事例症例が改善されてきました。それと、色んな心

の健康相談等も精神科医の健康相談等もリンクしておりましたんで、そちらの相談のほうに回すこともでき

て、そちらからそれぞれの専門の医療機関に受診された方もおります。あと最初から心の相談のほう、この

事業で希望されてこれ、ここで言っていいのか、死に方を考えている方からの電話とかも出てきました。御

相談に乗っているうちに、相談まで１カ月あるわけですね、心の相談まで。その時に、もう死ぬ方法を毎日

考えてるっていう方がいらっしゃったんですけれども、こちらも対応いたしまして、お話を色々聞いて、そ

して心の相談を予約することによって、その方は相談するっていう一つの光を持って日々をどうにか乗り切

られて、そして相談をしてそれからリハビリって言いますか、心のリハビリのほうに向くことができたとい

う事例もありますので、うつスクリーニングとほかの色んな事業と、心の相談それからメンタルヘルス相談

そういうものと、それから最も効果があったのは、町内の内科とか小児科、歯科の先生方、先生方とのそう

いう熊大の先生との交流により、先生方の意識が高まって、そして連携プレーをされるようなったというと

ころでございます。全体の地域の意識が高まってきたと思います。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  加賀山議員。 

○議員（３番 加賀山 瑞津子さん）  ではこのアンケートだけではなく、１９年からの色んな関わりの中で

の成果も含めての記入ということでしたので、私は先ほど課長がすぐにでも支援が必要な人がいたけれど、

アンケートについて名前がなかったのでっていうことをおっしゃったのに、名前がない人をどうやって探さ

れたんだろうとちょっと思ったもんですから、確認で聞いてみました。本当にお話を聞いてると、デリケー

トな部分ていうのが本当に推進課だけでなくて、厚生常任委員会管轄の部署には全部に重なってくることだ

なあと思ってなおさらちょっと聞いておりましたが、このアンケートを、これはどういうふうにして、後の

取り扱い、誰が集めて誰が見てどこに保管してるのかっていうのは、どういう形で対応されてますか。 

◎議長（山口 和幸君）  健康推進課長。 

●健康推進課長（岡部 和平君）  アンケートを返信郵便なり、直接持ってこられたり支所に持って来ていた

だいたりして、それが健康推進課に集まります。そうしたところで封筒を開封いたしまして、担当者が開封

して、年代別に１枚ずつ開いて分けていきます。それを今度は袋に入れて熊本大学のお願いしているほうに

直接持って行って、その教室に渡して大学精神神経科っていうところなんですが、そこにどこに持っていけ

ばいいですかっていう電話を入れて、そして持って行ってお渡しするということです。あとは熊本大学で中

のアンケートは、統計的に分析されるっていうことになります。熊本大学のほうで保管ということになると

思います。 

◎議長（山口 和幸君）  加賀山議員。 

○議員（３番 加賀山 瑞津子さん）  今回は昨年度の決算ということですので、去年のことだけになると思
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うんですが、先ほど今年も一応アンケートの継続でまわっておりますし、１３番議員も今日出しましたとい

うことでおっしゃったんですけど、本当に内容が健康な人にとっては何のことはない質問なんですけど、お

金で心配はありますかとか、あなたの家族にどこかおかしい人いませんかとか、あなたは考えたことありま

すかとか、ずきっとくる場面があるような内容なんですけど、提出先が郵送してもいいけれど支所でもいい

し、本庁でもいいということで、今年も封がしてないんですよ。だから、途中でもし私が間違って落として

見たら、そこに加賀山瑞津子っていう名前があって、自殺を考えているっていう、直接のページは見れない

かもしれないんですけど、そのあたりでもう一つ配慮が欲しいなと、特にメンタル的な部分で１番大変な人

に向けてのアンケートで救ってあげたいっていう思い、さっき言っていただきましたので、是非そのあたり

の優しさっていうか本当に来られる方はお金がなくて困ってるっていう人が役場に相談に来られる、子供が

どうしようと思う人が相談にこられる中で、その方たちの目線での何か保健師さんたちが１番わかってらっ

しゃると思うので、そのあたりについて十分過ぎるほど個人情報についての取り扱いっていう思いで、考え

ていただきたいと思い、追加というか関連で質問しました。 

◎議長（山口 和幸君）  健康推進課長。 

●健康推進課長（岡部 和平君）  返信用の封筒は御指摘があってからかどうかちょっと分かりませんけれど

も、家族でもそれぞれ一人一人違うからということで、１人。家族が５人いらっしゃると送る封筒は一つな

んですけど、世帯名で一つなんですが、お返しいただく封筒は５人なら５人の分を入れさせていただいてお

ります。それは家族であっても見られたくないっていうのは、あるからっていうことで、一応配慮はしてい

るところです。ただ、封筒は予算の時の関係ですかね、ノリつきではなくて普通の封筒でございますので、

ノリ取りつきであれば、私たちのほうも開ける手間が省けるところもあろうかと思います。中にはどうやっ

て開けようかっていうくらい、べったりのりをつけられたりとか、そういうのもあるようでございますので、

ただ、もともとノリが付いてたら、パタッと折るだけで、特に意識せずにも封ができますので、そういった

ところも考慮させていただきたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにありませんか。ここで各課について質問いただきましたけれども、全課にわ

たって結構ですので、何か御質問等があればここで受けたいと思いますが。ありませんですね。それではま

た最終日の総括でも聞き漏れ等あと詳しく聞きたいということであれば、質疑していただきたいというふう

に思います。ここで１０分間休憩いたします。お話を特に執行部の方にお願いをしたいと思いますが、今日

から決算認定の質疑に入りましたけれども、話を伺ってて感じたのは、私たちに町長から説明があったのは、

課長ではなかなか細部にわたって説明ができない部分があるので、担当を出席させるということで説明があ

ります。本日は、初日でありますが聞いておりまして、本当にそうなのかというふうに思います。担当であ

れば議員から質問があった時に、適格に答えられるだけの資料を持っとく、個別にどこどことは申し上げま

せんが、大変目立ちました。皆さん方はその担当のスペシャリストですよ。議員は皆さん方と相手する時に、

全ての業務を見ます。皆様方がそれに答えきれない。あるいは資料要求されても出せない。大変残念に思い

ました。そういうことがあるから、先ほどちょっと申し上げましたが、議会は一問に三回しかしません。そ

れがどうしても越えようとする場面も皆さん方見られたと思います。それは執行部の皆さんの答弁が悪い。

明確に答える、長くする必要はありません。そういった点が非常に配慮に欠けるというふうに思いました。

それは申し上げておきます。特に、明日からまた建設経済、総務文教といきますので、執行部の方は、それ

ぞれの担当課に申し伝えておいて下さい。大変言いにくいことを申し上げましたが、率直に感じました。大

変皆さん方の私も個人的に申し上げて恐縮ですが、職員の経験者でありますので、そういう思いを込めて申

し上げておきます。それでは１０分間休憩いたします。 

 



- 171 - 

休憩 午後３時４６分 

再開 午後３時５８分 

 

◎議長（山口 和幸君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

日程第２ 認定第２号 

◎議長（山口 和幸君）  日程第２、認定第２号、平成２７年度あさぎり町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定についてを議題とします。説明を求めます。税務課課長補佐。 

●税務課課長補佐（万江 幸一朗君）  それでは税務課所管分の決算概要について説明いたします。決算書の

５ページをお願いいたします。歳入の説明になります。国民健康保険税の収納状況であります。款項目の目

の合計を読み上げて説明にかえさせていただきます。一般被保険者分、調定額５億９,４７９万４,０９３円、

収入済額５億３４３万４,９２７円。不納欠損額４２１万３,９９１円。収入未済額８,７１４万５,１７５円。

徴収率８４.６％になります。退職被保険者分、調定額２,７４４万１,２９７円、収入済み額２,４５２万８,

０７０円、収入未済額２９１万３,２２７円、徴収率８９.３％になります。国民健康保険税の合計調定額６

億２,２２３万５,３９０円、収入済額５億２,７９６万２,９９７円、不納欠損額４２１万３,９９１円、収

入未済額９,００５万８,４０２円、徴収率８４.８％になります。ちなみに徴収率８４.８％は、県下第１２

位にランクづけされております。次に、同じページの下段です。目１督促手数料、３４万５,０９２円の収

入になります。続きまして、７ページをお願いいたします。最下段になります。目１、一般被保険者延滞金、

３３６万６,４６０円の収入になります。以上、歳入の説明を終わります。歳出の説明に入ります。９ペー

ジをお願いいたします。目１賦課徴収費、節１１需用費、納税通知書及び督促状などの印刷代になります。

１４万８,８８８円です。次に、１３ページをお願いいたします。目１、一般被保険者保険税還付金、目２

退職被保険者等保険税還付金でありますが、主に住民税申告や被保険者の資格喪失により税額更正等を行い、

過年度にさかのぼって還付するものであります。一般被保険者分、９４万８,８００円。退職被保険者分、

２万６,７００円の還付になります。以上、説明終わります。 

◎議長（山口 和幸君）  上村課長補佐。 

●健康推進課長補佐（上村 素子さん）  国民健康保険特別会計、国民健康保険特別会計の決算に係ります健

康推進課関係について御説明申し上げます。まず、全体としまして申し上げますと、平成２７年度あさぎり

町国民健康保険の被保険者数は、年度平均で４,７２８人、前年度に比べ２０２人の減となりました。また

被保険者の方々の医療保険給付にかかった費用は、１人当たり平均約３２万６,０００円で前年度に比べ約

２万円、６.４％の増加となっています。それでは決算書の１ページ２ページをお願いいたします。歳入に

ついて大まかに御説明申し上げます。国保税は歳入の約１９.９％を占めておりますが、被保険者数の減少

により前年度に比べ１,３２８万円の減となりました。国と県からの支出金が合わせて約２９.３％を占める

６億９,６６８万３,０００円が交付されております。療養給付費等交付金は、退職後、社会保険等から国保

に加入された退職者とその被扶養者の医療費を退職した医療保険者が負担する退職者医療制度によるもので、

７,８１８万円が交付されています。６５歳以上の方の加入割合により各保険者間で財政調整する制度にあ

ります前期高齢者交付金は４億１,５２２万円、一定の医療費を超えた分を各保険者間で財政調整する仕組

みであります共同事業交付金は、平成２７年度の制度改正により６億１,２１９万７,０００円が交付されて

おります。２億９,７４２万４,０００円の増です。また、国保特別会計の財政を賄うために、法定の保険基

盤安定繰入金、それからレセプト点検等に係ります費用の総務費としまして約５.０％に当たります１億３,

３１９万６,０００円を一般会計から繰り入れております。続きまして歳出です。３ページ４ページをお願

いいたします。歳出総額は２５億６,４２２万８,０００円で、前年度に比べ３億２,７３５万円の増となり
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ました。これは３ページ下から２行目、款７共同事業拠出金の制度改正による増額によります。歳出に占め

る割合で最も多いのが、款２保険給付の１５億４,３１４万円で全体の約６０.２％を占めております。それ

から、一定の医療費を超えた分を各保険者間で財政調整する仕組みであります共同事業拠出金は６億１,６

２９万７,０００円で、２４％となっています。後期高齢者医療制度への支援金が２億５,５７０万５,００

０円、介護給付に対する４０歳から６５歳未満の第２号被保険者の負担する介護給付金が１億１,５１８万

７,０００円、前年度と比較しまして、保険給付費は２.１％増、共同事業拠出金は倍増の１０８．４％の増、

後期高齢者支援金、１.２％減、介護納付金８.４％減、保健事業費１.５％減となっております。それでは

詳細につきまして御説明を申し上げます。まず歳入からです。５ページをお願いいたします。款３国庫支出

金、目１療養給付費等負担金３億６,１７５万９８３円。被保険者の療養の給付に要する費用の１００分の

３２に相当する額の国庫負担金でございます。６ページをお願いいたします。目２高額医療費共同事業負担

金、レセプト１件当たり８０万円を超える高額な医療費の発生による財政リスクを軽減し、保険基盤の安定

を図るため、拠出金のうち国が負担するもので、国が４分の１、県が４分の１ということで１,１０４万３,

５４３円です。目３特定健康診査等負担金、国保の特定健康診査及び特定保健指導に係ります費用の３分の

１を国が交付するものでございます。３５８万９,０００円です。項２国庫補助金、目１財政調整交付金で

ございます。１億７,１０６万４,０００円です。被保険者の療養の給付に要する費用の１００分の９相当額

の国庫補助金でございます。交付金には２種類ありまして、普通調整交付金とは、市町村間の医療供給体制

や所得の差異による財政力の不均衡を調整する交付金のことで、１億５,４２３万２,０００円、特別調整交

付金とは画一的な測定方法では措置できない特別な事情のある場合に交付されるものであり、１,６８３万

２,０００円でございます。この中には、あさぎり町が保険者として高い意識を有し適正かつ健全な事業運

営をしているとして特別に加算された９００万円が含まれております。款４療養給付費等交付金でございま

す。退職被保険者の療養の給付に要する費用に係ります交付金で、各被用者保険からの拠出金を財源とする

ものでございます。７,８１７万９,５１４円です。該当する退職被保険者数は、年度平均２１５人、前年よ

り７６人減り、２,３８９万円の減です。款５前期高齢者交付金、６５歳から７４歳に係る医療費の保険者

間の不均衡を調整するものでございます。４億１,５２２万９５円です。２７年度平均１,７４６人で、前年

度より４６人ふえ、約４,１１５万円の増です。款６県支出金、目１高額医療費共同事業負担金でございま

す。レセプト１件８０万円を超える高額な医療費の発生による財政リスクを軽減するもので、国が４分の１、

県が４分の１負担するもので１,１０４万３,５４３円です。目２特定健康診査等負担金です。４０歳から７

４歳までの被保険者に対する特定健康診査及び特定保健指導に係ります費用について、国が３分の１、県が

３分の１を負担するものでございます。３６６万４,０００円です。７ページをお願いいたします。項２県

補助金、目１財政調整交付金でございます。被保険者の療養の給付に要する費用の１００分の９相当額の県

補助金でございます。１億１,５２３万２,０００円です。款７共同事業交付金、節１高額医療費共同事業交

付金でございます。レセプト１件８０万円を超える医療費につきまして、市町村国保の拠出金の財源に県単

位で費用負担を調整するものでございます。１００分の５９相当額で３,６９４万１９７円。それから節２

保険財政共同安定事業交付金でございます。高額な医療費について市町村国保の拠出金を財源に県単位で費

用負担を調整するもので、医療費の１００分の５９を交付するものです。５億７,５２５万６,８１５円です。

平成２６年度までは３０万円を超える部分への交付でしたが、２７年度から１円以上の医療費が対象となり、

１０８.４％、約３億１,３００万円の増となっています。款８財産収入、基金利子５１万６,２７７円です。

款９繰入金、国保財政の安定化を図るための法定内の一般会計からの繰入金でございます。節１保険基盤安

定繰入金１億１,７９９万７,５１４円。低所得者が多いという市町村国保の構造的課題に対する公費補てん

となっております。節１３財政安定化支援事業繰入金、保険税の負担能力の不足、病床数が多いこと、高齢
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者が特に多いなど、年齢構成等を勘案して保険財政安定化のために一般会計から繰り入れるものでございま

す。１,５１９万８,４８６円です。款１０繰越金、前年度繰越金が１億６,８４６万７,７８９円です。款１

１諸収入です。８ページをお願いいたします。項２受託事業収入、目１特定健康診査等受託料でございます。

７５歳以上の後期高齢者の健康診査に係る費用が、熊本県後期高齢者医療広域連合から交付されるものでご

ざいます。３１５万９,７８７円です。雑入でございます。目１一般被保険者第三者納付金、交通事故等の

第三者行為により医療費を国保で立て替えたものを受け入れるものでございます。６７万８,９９２円で４

件分です。目３、一般被保険者返納金でございます。これは医療費の過誤によります保険者負担分の返納金

でございます。転出や社会保険加入等によるものです。３万２,０４５円です。目６雑入その他雑入で６,０

００円、それから熊本県国保連合会積立金返還金１,７５９万５,５７６円です。これは国保連合会において、

審査支払い手数料を原資にして積み立てた積立金について、法人税法上の取り扱いの関係で各保険者に返還

されたものです。続きまして歳出です。９ページをお願いいたします。款１総務費、目１一般管理費です。

支出済み７８２万７,４２１円です。これは経常的な経費でレセプト点検に係る費用、それから、需用費で

は保険証カードや封筒の印刷代、役務費では、簡易書留によります保健所等の郵送料や国保連合会への共同

電算委託料として、それから交通事故等の第三者行為の損害賠償の求償事務委託、国保の調整交付金のシス

テム、年間プログラムの作成委託料などでございます。それから目２連合会負担金、熊本県国民健康保険団

体連合会への負担金でございます。１０２万３,８００円です。項３運営協議会費でございます。国保運営

協議会にかかる費用でございます。２７年度は会議を３回開催しておりまして、出席委員の報酬及び費用弁

償でございます。１３万５,１００円です。款２保険給付費１５億４,３１４万３０９で、対前年比２.１％

の増となっております。１０ページをお願いいたします。項１療養諸費、療養給付費等療養費で補装具や医

師の指示によります鍼灸按摩マッサージなどで、１３億４,７７３万５,１５８円になります。項２高額療養

費でございます。１億８,４９０万１５円です。それから、項３移送費でございます。２万５５４円です。

医師の指示で緊急に病気やけがの患者が移送された場合に支払うものです。１１ページをお願いいたします。

項４出産育児諸費でございます。国民健康保険の被保険者が出産した場合に、１人当たり４２万円と手数料

分を支給するものです。２７年度は対象者２３人分の９６９万９,７５２円でございます。項２、葬祭諸費、

目１葬祭費でございます。国民健康保険の被保険者が死亡されたときに交付するもので、１人３万円です。

２６名分の７８万円でございます。款３後期高齢者支援金等でございます。２億５,５７０万４,７０１円で

す。７５歳以上の後期高齢者医療制度を支えるための保険者の負担金となります。款４前期高齢者納付金で

ございます。１６万７,１２１円です。６５歳以上７５歳未満の前期高齢者の医療費の不均衡を調整する仕

組みで、全保険者で負担するものでございます。款５、老人保健拠出金１万１,９４０円です。老人保健事

務にかかります費用で社会保険診療報酬支払い基金へ拠出するものでございます。款６介護納付金です。１

２ページをお願いいたします。これは介護給付に対します４０歳から６５歳未満の第２号被保険者の負担分

でございます。１億１,５１８万７,１６６円です。款７、共同事業拠出金、国民健康保険団体連合会が実施

しておりまして、県内市町村国保の高額な医療の発生による影響を緩和するもので、医療費が８０万を超え

るレセプトが対象となる高額医療費共同事業拠出金が４,３７８万９,１０４円、また８０万円までのレセプ

トが対象の保険財政共同安定化事業拠出金が５億７,２５０万６,９９２円です。２７年度から８０万までの

保険財政共同安定化事業の制度改正による事業拡大によりまして倍増しており、あわせまして６億１,６２

９万６,５０８円です。款８保健事業費、目１保健衛生普及費でございます。１９０万８,１１２円です。主

なものとしまして、国保の啓発用リーフレット健やか国保の印刷代、国民健康保険団体連合会のレセプト疾

病分類委託料、国保連合会が実施します広報事業の負担金でございます。項２、特定健康診査等事業費でご

ざいます。１３ページをお願いいたします。４０歳から７４歳までの国保の被保険者の特定健診と特定保健
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指導に係ります費用の保険者負担分が主なもので２,０３８万１,９５０円です。このうち、節１８備品購入

費としまして、３６万５,０４０円を支出しておりますが、糖尿病対策といたしまして、最近１、２カ月の

血糖の状況がわかるヘモグロビンＡワンＣ測定器１台を購入しております。特定健診受診率は暫定ではござ

いますけれども、平成２７年度５７.６５％で昨年より０.２％アップしております。款９基金積立金でござ

います。２７年度は、基金利息分の５１万６,２７７円を財政調整基金に積み立てております。款１１諸支

出金、目３償還金７３万円、これは２６年度の特定健診特定保健指導負担分の確定によります国及び県への

返還金でございます。１４ページをお願いいたします。国民健康保険特別会計歳入総額２６億５,７６０万

７,０００円、歳出総額２５億６,４２２万８,０００円、歳入歳出差し引き９,３３７万９,０００円でござ

います。１６ページをお願いいたします。国民健康保険財政調整基金でございます。１３ページで説明いた

しましたけれども、基金の利息分５１万６,２７７円を積み立てまして５億１,５０７万１,７１８円といた

しました。過去３年間の、保険給付費、それから後期高齢者支援金及び介護給付金の合計額の平均の３カ月

分を目途に積み立てているところでございます。以上で説明終わります。よろしくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

日程第３ 認定第３号 

◎議長（山口 和幸君）  それでは、質疑はないようですので、日程第３、認定第３号、平成２７年度あさぎ

り町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。説明を求めます。上村課長

補佐。 

●健康推進課長補佐（上村 素子さん）  後期高齢者医療特別会計、平成２７年度あさぎり町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。決算書３ページをお願いいたします。歳入です。款１

後期高齢者医療保険料、調定額１億３０１万２,２００円、収入済み額１億２０８万９,４００円。不納欠損

額１万５,８００円、収入未済額９０万７,０００円でございます。被保険者数が年度平均で３,１２２人、

昨年より２人の増です。年金から天引きします特別徴収と納付書、あるいは口座振りかえの普通徴収という

方法でやっております。滞納繰越分の不納欠損額につきまして、被保険者が４名の１万５,８００円となっ

ております。款２使用料及び手数料です。督促手数料２万９,７００円の収入済みでございます。款３繰入

金、節１事務費繰入金、事務費に係ります一般会計からの繰入金です。７５万９,０００円です。節２保険

基盤安定繰入金でございます。一般会計で御説明申し上げましたが、低所得者の保険料軽減分を公費で補て

んするものでございまして、県が４分の３、町が４分の１ということで、７,２９８万７８７円です。款４

諸収入、項１延滞金加算金及び過料でございます。延滞金３万４,２００円、加算金２,５００円。保険料還

付金１６万２,６００円を歳入いたしております。４ページをお願いいたします。款５繰越金２２５万７,１

２６円です。前年度繰越金でございます。以上で歳入を終わります。続きまして歳出です。５ページをお願

いいたします。款１総務費、目１一般管理費７２万４,０３０円です。後期高齢者医療に係ります事務費で、

印刷製本費は保険証や通知などの発送用の封筒の印刷代、それから保険証を簡易書留で郵送いたしますので、

その分の郵送料、それから広域連合との電算システム回線使用料などが主なものでございます。款２後期高

齢者医療広域連合納付金でございます。収納しました被保険者保険料負担金１億１４７万７,７００円、そ

こから歳入で受け入れました繰入金の保険基盤安定負担金７,２９８万７８７円を広域連合へ支出するもの

でございます。款３諸支出金です。保険料還付金１６万２,６００円、これは死亡された被保険者の保険料

や年金機構との調整により支出したものでございます。その下です。還付加算金２,５００円でございます。

６ページをお願いいたします。後期高齢者医療特別会計歳入総額１億７,８６１万５,０００円、歳出総額１

億７,５３４万８,０００円。歳入歳出差引額３２６万７,０００円です。以上で説明終わります。よろしく

お願いいたします。 
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◎議長（山口 和幸君）  説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

日程第４ 認定第４号 

◎議長（山口 和幸君）  次に、日程第４、認定第４号、平成２７年度あさぎり町介護保険特別会計歳入歳出

決算の認定についてを議題とします。説明を求めます。土肥課長補佐。 

●高齢福祉課課長補佐（土肥 克也君）  それでは平成２７年度あさぎり町介護保険特別会計歳入歳出決算に

つきまして、説明いたします。まず、歳入から説明いたします。５ページをお願いいたします。款１、項１、

目１、節１現年度分特別徴収保険料、収入済額３億３,２７７万７,２９５円。これは年金の年額が１８万以

上の方は年金から天引きされるもので、３月末の被保険者数は４,９８６名でございました。年金天引きで

ございますので、徴収率は１００％でございます。節２現年度分普通徴収保険料、収入済額２,５５７万９,

５１５円、３月末の被保険者数は４２７名であり、徴収率は８９.１％でございました。なお、介護保険事

業における第１号被保険者の負担割合は２２％でございます。節３滞納繰越分普通徴収保険料は普通徴収で

の滞納繰越分であり、収入済額２７７万８,８４４円、徴収率は４８.５％でございました。なお、平成２７

年度におきましては、介護保険法に基づく消滅時効の完成により２３万４,１８０円を不納欠損として処理

を行ったものでございます。款２、使用料及び手数料の収入済額１２万８,０００円は、介護保険料徴収に

係る督促手数料で備考欄記載の内容、内訳となっております。なお、督促手数料につきましても、先ほど説

明いたしました不納欠損保険料に係る督促手数料は７,７００円、不納欠損として処理しております。次に、

款３、項１、目１介護給付負担金、収入済額３億３,８８９万６,９０７円、その内訳は給付費の１５％が交

付される施設等給付費が９,９８４万６,３２５円。給付費の２０％が交付される居宅給付費が２億３,９０

５万５８２円でございます。項２、目１調整交付金、収入済額１億６,２０９万２,０００円は、被保険者に

おける後期高齢者の割合や所得分布による調整基準、標準給付費の９.３５％が調整交付金として交付され

たものでございます。目２地域支援事業交付金は、在宅の高齢者等に対しまして、可能な限り地域において

自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業に対する交付金であり、節１介護予防事業交付金で

は事業費の２５％、５２８万２,５４８円が、節２包括的支援事業任意事業交付金では事業費の３９％の１,

５２９万９,９０２円と平成２６年度の追加交付金１万３,２２１円が交付されたものでございます。目３介

護保険事業補助金、収入済額９６万５,０００円は、介護保険制度改正に伴うシステム改修に要する経費に

対する国庫補助金で補助率は２分の１となっております。次に、款４支払基金交付金でございます。これは

国民健康保険などの医療保険におきまして、第２号被保険者から徴収した介護保険料を各事業に充てるため

に、事業費の２８％が支払い基金から交付されたものでございます。目１支払い基金交付金には介護給付費

に充てるものとして５億２１９万８,０００円、６ページをお願いいたします。目２地域支援事業支援交付

金には、介護予防事業に充てるものとして５９１万７,０００円が交付されたものでございます。款５、県

支出金は、国庫支出金と同様の目的での支出金ですが、その負担割合が異なっております。まず、項１、目

１介護給付費負担金の収入済額２億６,１００万７,１３４円は施設給付費の１７.５％、１億１,２８３万３,

４４９円。居宅給付費の１２.５％の１億４,８１７万３,６８５円が県負担金として交付されたものでござ

います。項２、目１地域支援事業交付金では、節１介護予防事業交付金に事業費の１２.５％の２６４万１,

２７４円、節２包括的支援事業任意事業交付金には、事業費の１９.５％の７６４万９,９５１円と、平成２

６年度の追加交付金６,６１０円が交付されたものでございます。款６財産収入では、介護保険給付費準備

基金で生じた利子はございませんでした。次に、款７繰入金でございます。まず項１、一般会計繰入金では、

目１介護給付費繰入金として、現年度分に給付費の１２.５％の２億２,６０１万円を、過年度分に平成２５

年度の介護保険事業の精算による追加繰入金３３９万４,２１２円を、目２その他一般会計繰入金では、こ
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の特別会計の中では、財源措置がない事務費に対する１,７７４万８,０００円を、目３地域支援事業繰入金

として、介護予防事業繰入金に事業費の１２.５％の２６４万１,０００円。包括的支援事業繰入金に事業費

の１９.７５％の７６４万９,０００円をそれぞれ一般会計から繰り入れたものでございます。目４低所得者

保険料軽減繰入金は、低所得者の負担軽減を強化するため、保険料の第１段階について保険料基準額に対す

る割合を０.５から０.４５に軽減するものであり、負担割合が国２分の１、県４分の１の補助金を一般会計

で受け入れ、町の負担割合４分の１の額を合わせた３６５万７,０００円を一般会計から繰り入れたもので

ございます。７ページをお願いいたします。項２他会計繰入金は介護サービス特別会計の精算により、２３

９万９,７６９円を繰り入れたものでございます。項３、基金繰入金は、年度当初における介護保険給付費

準備基金残高３,３１８円を全額取り崩し、繰り入れたものでございます。款８繰越金３,７８２万９,６３

９円は前年度からの繰越金でございます。款１０、項１の各目及び項２、目１第三者給付金での収入はござ

いませんでした。目２返納金の収入済額２万４,４４５円は高額介護サービス費での返納金を、目３雑入、

収入済額１万５,４９７円は、転倒予防教室の参加者負担金として４,９００円、他団体支給旅費等１万５９

７円は、町職員が県の依頼により出張した際に支給された旅費等でございます。８ページをお願いいたしま

す。款１１サービス収入は、新予防給付サービス計画の策定に係る費用として７３９万７６０円を県国保連

合会から受け入れたものでございます。続きまして歳出について、説明いたします。９ページをお願いいた

します。款１、項１総務管理費の支出済額３０２万３４１円につきましては、介護保険事業における事務経

費であり、地域包括支援センターの適切公正かつ中立な運営を確保するための運営協議会に要する経費、介

護保険システムや保険料徴収に係る経費を支出しております。なお、第６期介護保険事業計画の初年度であ

る平成２７年度では、事業計画を周知するための冊子を作成しているところでございます。項２、介護認定

審査会費では１,５０１万８,３０３円を支出しております。ここでは介護認定業務に必要な経費を支出して

おり、認定調査を行う非常勤職員２名の人件費、主治医意見書作成手数料や事業所への調査委託料、球磨郡

介護認定審査事業特別会計への町の繰出金が主な内容になっております。項３計画策定委員会費につきまし

ては、介護保険事業計画の変更等の際に必要な策定委員会の経費を計上しておりましたが、変更等を要しな

かったため、支出はございませんでした。款２保険給付費での支出済み額１７億８,５１３万４２４円につ

きましては、１０ページ最上段の項１介護サービス等諸費から項６特定入所者介護サービス等費までの各種

の介護サービス及び介護予防サービスに対する給付費でございます。次に、款３、項１、目１第１号被保険

者還付加算金では死亡転出等された第１号被保険者の方へ還付金として２万５,９３０円を、１１ページを

お願いいたします。目２償還金では、平成２６年度の精算による国県及び支払い基金への返還金３５７万１,

１４３円と平成２５年度及び２６年度に借り入れた熊本県介護保険財政安定基金への償還金１,６６６万６,

６６８円を支出しております。項２基金積立金での支出済み額４,６３８万６,０００円につきましては、介

護保険の財政の健全な運営に資するための介護保険給付費準備基金への積み立てでございます。款４、項１、

目１要支援者予防生活支援サービス及びケアマネジメント等事業費では、要介護状態となる恐れが高いと認

められる高齢者が要介護状態となることを予防するために、訪問型通所型の予防サービス事業や配食による

生活支援サービスを、目２、１次予防事業費では、すべての高齢者を対象として、地域型サロンなど地域に

おける自発的、主体的な介護予防活動を育成し支援する事業を実施した費用でございます。最下段から１２

ページにかけての項２、目１地域包括支援センター管理費では、職員３名分の人件費をはじめ地域包括支援

センターの運営費を、目２包括的支援事業費では、地域の高齢者の方々の実態把握のための命のバトン事業

や支え合いネットワーク、徘回模擬訓練など関係機関や地域での連携体制づくりを、目３任意事業費では、

介護相談員の設置、グループホーム入所への家賃等助成や家族介護用品の支給など介護を行う家族の負担軽

減を目的とした事業や高齢者の権利擁護のための成年後見制度利用支援事業を実施した費用でございます。
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続きまして１３ページをお願いいたします。款５予備費につきましては１次予防事業費において不足を生じ

たため、４,０００円の充用を行っております。１４ページをお願いいたします。平成２７年度実質収支に

関する調書でございます。１歳入総額１９億７,１９９万６,０００円、２歳出総額１９億３,０３９万８,０

００円。３歳入歳出差引額は４,１５９万８,０００円となり、実質収支額も同額でございます。最後に１５

ページをお願いいたします。財産に関する調書でございます。介護保険給付費準備基金の前年度末現在高３,

３１８円、決算年度中増減高が４,６３８万２,６８２円の増。したがいまして、決算年度末現在高は４,６

３８万６,０００円でございます。以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

◎議長（山口 和幸君）  説明が終わりますので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

日程第５ 認定第５号 

◎議長（山口 和幸君）  次に、日程第５、認定第５号、平成２７年度あさぎり町介護サービス特別会計歳入

歳出決算の認定についてを議題とします。説明を求めます。土肥課長補佐。 

●高齢福祉課課長補佐（土肥 克也君）  平成２７年度あさぎり町介護サービス特別会計歳入歳出決算につい

て説明いたします。本会計につきましては、平成２７年度から介護保険特別会計に統合いたしましたので、

平成２７年度予算編成におきましては、会計の事務手続上歳入が前年度からの繰越金、歳出が介護保険特別

会計への繰出金のみの予算編成であり、その予算に基づいての決算となっております。それでは３ページを

お願いいたします。歳入でございます。款３、項１繰越金、収入済額２３９万９,７６９円、前年度繰越金

でございます。続きまして４ページをお願いいたします。歳出でございます。款３、項１繰出金、歳入同額

の２３９万９,７６９円を介護保険特別会計へ繰り出したものでございます。次に、５ページの実質収支に

関する調書をお願いいたします。１歳入、２歳出同額の２４０万円であり、３歳入歳出差引額以下すべてゼ

ロ円でございます。以上で説明終わります。よろしくお願い申し上げます。 

◎議長（山口 和幸君）  説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

日程第６ 認定第６号 

◎議長（山口 和幸君）  次に日程第６、認定第６号、平成２７年度球磨郡障害認定審査事業特別会計歳入歳

出決算の認定についてを議題とします。説明を求めます。上田課長補佐。 

●高齢福祉課課長補佐（上田 日和さん）  平成２７年度球磨郡障害認定審査事業特別会計歳入歳出決算につ

いて御説明いたします。最初に平成２７年度球磨郡障害認定審査事業につきまして、簡単に説明いたします。

障害認定審査会では原則月２回開催をし、平成２７年度は２０回の開催、１４５件の２次判定審査を行いま

した。審査会委員は、医療、福祉、保健の各分野から１９名の方にお願いしております。１合議体４名で認

定審査を行っていただいております。それでは決算書の３ページをお開きください。歳入から説明いたしま

す。款１分担金及び負担金、節１認定審査事業負担金、収入済み額は７４５万８,３３３円、これは球磨郡

障害認定審査会共同設置規約の実施に関する協定書の規定により算定し、審査会事務局であるあさぎり町を

除いた郡内８町村の負担金による収入です。款２繰入金、節１一般会計繰入金、収入済額は１５２万４,５

９０円、これはあさぎり町の負担金を繰り入れたものです。款３繰越金、節１繰越金、収入済額は１３０万

７７円、これは平成２６年度の繰越金です。以上、歳入合計が１,０２８万３,０００円となります。次に４

ページをお開きください。歳出について御説明いたします。款１総務費、節１報酬１６７万１,６００円を

支出しております。１９名の審査会委員の報酬となります。節２給与、節３職員手当等、節４共済費は審査

会事務局職員１名の人件費です。時間外手当と市町村共済組合負担金の不足により予備費から充用しており

ます。節９旅費は２６万６００円を支出しております。審査会委員の費用弁償と研修等旅費です。節１１需
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用費は３４万１,３３３円を支出しております。事務用品費等の消耗品、審査会があります福祉センターの

電気水道料です。節１２役務費は電話代、切手代となります。節１４使用料及び賃借料は１９万２,５４６

円で、コピー機、印刷機の使用料等です。予備費につきましては支出はございませんが、先ほど御説明しま

したとおり、職員手当と共済費に７万８,０００円の充用を行っております。以上、歳出合計は９６５万２

１０円となります。６ページ、実質収支に関する調書をごらんください。１歳入総額１,０２８万３,０００

円。２歳出総額９６５万円、３歳入歳出差引額６３万３,０００円、５実質収支額も同額となります。以上、

説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

日程第７ 認定第７号 

◎議長（山口 和幸君）  日程第７、認定第７号、平成２７年度球磨郡介護認定審査事業特別会計歳入歳出決

算の認定についてを議題とします。説明を求めます。上田課長補佐。 

●高齢福祉課課長補佐（上田 日和さん）  平成２７年度球磨郡介護認定審査事業特別会計歳入歳出決算につ

いて御説明いたします。こちらも平成２７年度球磨郡介護認定審査事業につきまして説明いたします。介護

認定審査会は原則週３回、月１２回をめどに開催しております。平成２７年度は１３４回開催し、４,５１

３件の２次判定審査を行いました。審査会委員は、やはり医療、福祉、保健の分野から６５名の方にお願い

しております。１合議体４名で認定審査を行っていただいております。それでは決算書の３ページをお開き

ください。歳入から説明いたします。款１分担金及び負担金、節１介護認定審査会事業負担金、収入済額は

２,６７１万７,７４３円、これは球磨郡介護認定審査会共同設置規約の実施に関する協定書の規約により算

定し、審査会事務局であるあさぎり町を除いた郡内８町村の負担金による収入です。款２繰入金、節１介護

保険特別会計繰入金、収入済額は４７５万７,５０３円。これがあさぎり町の負担金を繰り入れたものです。

款３繰越金、節１繰越金、収入済額３１０万３,７５４円、これは２６年度の繰越金です。以上、歳入合計

が３,４５７万９,０００円となります。次に４ページをお開きください。歳出につきまして御説明いたしま

す。款１総務費、節１報酬で１,５１２万２,８００円を支出しております。６５名の審査会委員の報酬と審

査会事務局非常勤３名の報酬となります。節１給与、節３職員手当等、節４共済費は、審査会事務局職員１

名と非常勤職員３名の人件費です。節９旅費は１６８万１,３００円を支出しております。審査会委員の費

用弁償と、研修旅費等です。節１１需用費は７５万７,７７０円を支出しております。内訳としまして、認

定審査を行う際に使用する平準化チェックシートや、事務用品費などの消耗品費、それから、やはり福祉セ

ンターの電気水道料を支出しております。節１２役務費は４８万２,３１２円を支出しております。これは

事務局と各町村をつなぐネットワークシステムの接続利用料、ほかに郵送料、電話料、事務局公用車の保険

料等です。節１３委託料は２７５万４９０円です。内訳としまして、球磨郡介護保険総合ネットワークシス

テムの保守管理委託料、それから、制度改正に伴いますシステムの変更設定委託料と改修委託料です。節１

４使用料及び賃借料は８１万６,５２７円です。コピー機、印刷機等の使用料、全体会の会場の使用料など

です。予備費につきましては支出はありませんでした。以上、歳出合計は３,２３５万１,０７３円となりま

す。６ページ、実質収支に関する調書をごらんください。１歳入合計３,４５７万９,０００円、２歳出合計

３,２３５万１,０００円、３歳入歳出差引額２２２万８,０００円。５実質収支額も同額となります。以上

で説明終わります。よろしくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（山口 和幸君）  以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会いたします。 
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●議会事務局長（片山 守君）  起立、礼、お疲れ様でした。 

 

午後４時５５分  散 会 

 


